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は

め

じ

「
科
学
」
と
「
政
治
」
再
考

「
科
学
」
と
「
政
治
」
の
問
題
は
近
代
科
学
が
確
立
し
た
一
九
世
紀
以
来
議
論
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
二
一
世
紀
に
入
っ
た

（

l
）
 

現
在
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
の
爆
発
的
な
加
速
化
と
相
侠
っ
て
、
そ
の
重
要
性
を
一
段
と
増
し
て
い
る
。

「
政
治
」
と
「
科
学
（
技
術
）
」
の
関
連
に
は
様
々
な
側
面
が
あ
る
が
、
従
来
か
ら
政
治
に
よ
る
科
学
技
術
の
振
興
の
側
面
（
科
学
技

術
政
策
や
近
年
の
特
許
戦
略
等
）
や
科
学
者
集
団
の
国
力
増
進
へ
の
寄
与
の
側
面
（
特
に
軍
事
・
安
全
保
障
政
策
へ
の
協
力
）
が
よ
く

論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
加
え
て
近
年
、
特
に
日
米
欧
間
で
「
科
学
」
の
内
容
（
典
型
的
に
は
遺
伝
子
組
み
換
え
や
ク
ロ
ー
ン
技
術

と
い
っ
た
バ
イ
オ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
も
た
ら
す
リ
ス
ク
分
析
）
が
政
治
化
す
る
ケ
l
ス
が
増
え
て
お
り
、
例
え
ば
「
科
学
」
に
基
づ

く
国
内
規
制
が
貿
易
に
影
響
を
与
え
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

W
T
O
の
S
P
S協
定
（
衛
生
植
物
検
疫
措
置
の
適
用
に
関
す
る
協
定
）

や
T
B
T協
定
（
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定
）
に
関
す
る
パ
ネ
ル
や
、

F
A
O
と
W
H
O
と
の
合
同
食
品
規
格
計
画
の
実
施

（

2
）
 

機
関
で
あ
る
コ

l
デ
ッ
ク
ス
委
員
会
等
の
場
で
問
題
の
解
決
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
て
い
る
。

そ
う
し
た
「
科
学
」
に
対
す
る
姿
勢
が
地
域
間
で
異
な
っ
て
い
る
額
著
な
例
と
し
て
「
予
防
原
則
」
が
あ
る
。
「
予
防
原
則
」
（
耳

O
B
Z
E
O
B
q
p
s
a志
向
）
は
、
確
率
の
予
測
で
き
な
い
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
た
め
に
最
大
限
の
方
策
を
と
っ
て
お
こ
う
と
い
う
考
え
方

で
あ
り
、
そ
も
そ
も
一
九
七

0
年
代
末
か
ら
八

0
年
代
初
頭
に
か
け
て
西
ド
イ
ツ
で
〈
R
gお
昌
弘

seと
し
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
一
九
八
六
年
の
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
を
契
機
と
し
て
、
ベ
ッ
ク
ら
の
リ
ス
ク
社
会
論
に
も
影
響
を
受
け
つ
つ
、
そ
の
意

味
・
内
容
を
形
成
し
て
き
た
。
そ
の
後
、

E
U
が
九
0
年
代
後
半
以
降
、
不
可
知
の
リ
ス
ク
に
対
し
て
「
予
防
原
則
」
を
掲
げ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
地
球
環
境
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

B
S
E
（
い
わ
ゆ
る
狂
牛
病
）
を
は
じ
め
と
す
る
食
品
安
全
問
題
に
大
き
く
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（

3
）
 

影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（

4）
 

E
Uが
二

O
O二
年
二
月
に
公
表
し
た
『
予
防
原
則
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
』
は
、
そ
れ
ま
で
単
な
る
ア
イ
デ
ィ
ア
に
過

ぎ
な
い
と
も
評
さ
れ
て
い
た
「
予
防
原
則
」
を
、
よ
う
や
く
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
批
判
的
な
見
方
も
少
な

く
な
い
。
ま
ず
、
欧
州
委
員
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
「
予
防
原
則
」
に
対
す
る
こ
面
性
が
見
え
隠
れ
し
て
お
り
、

一
方
で
、
そ
の

窓
意
的
な
運
用
に
よ
る
保
護
主
義
の
口
実
化
へ
の
警
戒
感
を
渉
ま
せ
つ
つ
、
他
方
で
自
ら
の
政
策
正
当
化
を
図
る
際
の
有
用
な
概
念
と

し
て
確
立
し
て
お
き
た
い
、
と
い
う
意
図
が
混
在
し
て
い
る
。

（

5）
 

そ
も
そ
も
、
「
予
防
原
則
」
は
論
者
に
よ
っ
て
は
十
一
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
ほ
ど
多
義
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
確
率
が
予
測
で
き

な
い
下
で
「
予
防
原
則
」
を
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
「
ゼ
ロ
リ
ス
ク
」
と
同
義
と
も
成
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
予
防
原
則
」

E Uの「科学Jに関する諮問体制

が
有
用
で
あ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
際
限
の
な
い
被
害
（

g
g
g号
a
z
z
g）
が
想
定
さ
れ
る
例
外
的
な
ケ
l
ス
に
際
し
て
の
み
で
あ

（

6）
 

り
こ
れ
を
「
原
則
」
と
は
言
い
難
い
、
と
す
る
批
判
も
説
得
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
欧
州
発
の
考
え
方
で
あ
る
「
予
防
原
則
」
は
今
な
お
形
成
途
上
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
食
品
安
全
等
の
分
野
で
は
有

力
な
概
念
と
し
て
日
本
の
行
政
に
も
浸
透
し
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
B
S
E問
題
に
関
す
る
調
査
検
討
委
員
会
報
告
』
（
平
成
一
四

（

7）
 

年
四
月
二
日
）
中
に
は
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

「
危
機
を
予
測
し
、
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
危
険
の
レ
ベ
ル
を
引
き
下
げ
て
お
く
予
防
原
則
の
意
識
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
風
評
被
害
を
過
剰
に
警
戒
し
て
B
S
E対
策
の
遅
れ
を
招
い
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
予
防
原
則
を
徹
底
す
る
と
巨
額
の
ロ

ス
を
伴
う
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
行
政
担
当
者
が
萎
縮
す
る
傾
向
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
食
の
安
全
は
国
民
の
生
命
健
康

に
関
わ
る
問
題
だ
け
に
、
国
民
の
理
解
を
求
め
な
が
ら
果
断
に
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
行
政
の
不
作
為
を
問
わ
れ
か
ね
な
い
。
」
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こ
う
し
て
同
報
告
書
は
欧
州
の
対
策
を
引
照
枠
組
み
と
し
つ
つ
日
本
の
食
品
安
全
行
政
の
過
誤
を
検
証
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ

の
結
び
と
し
て
「
欧
州
各
国
に
お
け
る
食
品
安
会
議
抽
闘
の
再
編
成
を
参
考
に
す
る
に
当
た
っ
て
、
組
織
・
機
関
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
導

入
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
欧
州
に
お
け
る
状
況
を
精
査
し
、
日
本
に
お
け
る
現
状
と
を
具
体
的
に
比
較
検
討
し
た
上
で
、
新
し
い

行
政
組
織
を
構
築
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

本
稿
執
筆
の
動
機
は
、
ま
さ
し
く
「
欧
州
に
お
け
る
状
況
を
精
査
」
す
る
こ
と
に
あ
る
。
特
に
、
「
科
学
」
の
内
容
自
体
に
も
少
な

か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
E
U
の
「
科
学
」
に
閲
す
る
諮
問
体
制
、
よ
り
具
体
的
に
は
E
U
の
立
法
・
行
政
過
程
に
お

け
る
専
門
家
の
関
与
の
あ
り
方
を
検
証
す
る
。

E
U
の
政
策
サ
イ
ク
ル

E
U
の
政
策
サ
イ
ク
ル
を
、

W
－
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ス
に
倣
い
、
立
案
、
決
定
作
成
、
施
行
、
監
督
の
局
面
に
分
け
て
考
え
、
各
々
の
局

（

8
）
 

面
に
於
け
る
専
門
家
の
関
与
の
あ
り
方
を
概
観
し
つ
つ
、
本
稿
の
構
成
を
述
べ
よ
う
。

立
案
の
局
面
で
は
欧
州
委
員
会
が
中
心
と
な
る
。
こ
の
局
面
で
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
会
合
、
常
設
的
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
各
種
の

委
員
会
な
ど
の
場
で
ア
ジ
ェ
ン
ダ
・
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
、
政
策
の
オ
プ
シ
ョ
ン
の
検
討
、
提
案
の
具
体
化
に
専
門
家
が
関
与
し
て
い
る
。

ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ス
は
そ
う
し
た
専
門
家
グ
ル
ー
プ
の
数
を
約
六
百
と
し
て
い
る
が
、

一
説
に
は
三
千
の
各
種
委
員
会
が
存
在
す
る
と
も
い

ぅ
。
こ
の
局
面
に
つ
い
て
は
二
｜
一
節
で
扱
う
。

決
定
作
成
の
局
面
で
は
、
理
事
会
が
中
心
と
な
る
。
理
事
会
は
既
に
法
案
の
提
案
以
前
か
ら
欧
州
委
員
会
と
の
間
で
幾
度
も
折
衝
を

行
っ
て
い
る
が
、
法
案
提
出
後
に
は
約
三

O
Oの
作
業
部
会
を
活
用
し
な
が
ら
、
欧
州
委
員
会
の
提
案
に
つ
き
そ
の
細
目
に
至
る
ま
で

審
議
を
重
ね
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
｜
ニ
節
で
扱
う
。
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欧
州
議
会
に
つ
い
て
は
、
条
約
改
正
の
都
度
そ
の
権
限
が
強
化
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
九
九
年
三
月
に
サ
ン
デ
ー
ル
欧
州
委
員
会
（
当

時
）
を
総
辞
職
に
追
い
込
ん
だ
頃
か
ら
そ
の
実
質
的
な
存
在
感
も
飛
躍
的
に
高
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
権
限
強
化
に
伴
い
、
決
定
作
成

の
局
面
で
欧
州
議
会
の
役
割
が
次
第
に
大
き
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
と
は
い
え
、
欧
州
議
会
の
関
与
は
、
理
事
会
お
よ
び
欧
州
委

員
会
と
は
相
当
に
質
の
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
特
に
科
学
技
術
に
関
す
る
諮
問
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
る
S
T
O
Aを
取
り

上
げ
、
三
節
で
扱
う
。

政
策
施
行
の
段
階
で
は
、
欧
州
委
員
会
と
理
事
会
の
代
表
者
（
専
門
家
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
各
種
委
員
会
を
通
し
て
実
際
の
施
策
に

あ
た
る
と
い
う
「
コ
ミ
ト
ロ
ジ
1
」
と
い
わ
れ
る
手
法
が
歴
史
的
に
確
立
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、

E
U
の
専
門
家
の
関
与
の
原
型
と

も
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
二
｜
三
節
で
扱
う
。

監
督
の
局
面
に
つ
い
て
は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
で
の
具
体
的
な
ケ
l
ス
の
判
断
に
際
し
て
「
科
学
」
が
必
要
と
さ
れ
、
ま
た
裁
判
所

（

9）
 

の
判
決
が
科
学
行
政
に
影
響
を
及
ぼ
す
面
も
本
稿
の
テ
l
マ
に
無
関
係
で
は
な
い
が
、
常
態
と
し
て
の
「
科
学
」
の
諮
問
体
制
で
は
な

E Uの「科学」に関する諮問体制

い
の
で
特
に
扱
わ
な
い
。

以
下
、
政
策
サ
イ
ク
ル
の
局
面
で
の
役
割
を
踏
ま
え
、
各
機
関
別
に
専
門
家
の
諮
問
体
制
を
個
別
に
見
て
い
く
。
そ
の
際
に
、

B
S

E
を
中
心
と
す
る
食
品
安
全
問
題
と
E
C
H
E
L
O
Nと
い
う
二
つ
の
ケ
1
ス
に
即
し
て
分
析
す
る
。

E
U
の
立
法
・
行
政
に
お
け
る
「
科
学
」
諮
問

欧
州
委
員
会

E
U
の
政
策
立
案
、
と
り
わ
け
欧
州
委
員
会
を
め
ぐ
る
専
門
家
の
関
与
の
あ
り
方
は
、
欧
州
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
研
究
の
焦
点
の
一
つ

（叩）

と
な
っ
て
き
た
。
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欧
州
委
員
会
の
常
勤
職
員
は
二

O
O
一
年
末
に
約
二
一
、
五

O
O人
を
数
え
、
そ
の
内
訳
に
は
A
i
D
の
四
つ
の
等
級
の
行
政
職
の

公
務
員
と
L
／
A
で
示
さ
れ
る
言
語
職
の
公
務
員
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
他
に
臨
時
職
員
や
各
国
か
ら
の
出
向
等
を
含
め
る
と
、
約
三
割

の
数
字
が
上
乗
せ
さ
れ
る
。

こ
の
内
、
実
際
の
政
策
立
案
に
あ
た
る
の
は
A
グ
レ
ー
ド
（
上
級
職
相
当
）
お
よ
び
B
グ
レ
ー
ド
（
専
門
職
相
当
）
の
行
政
官
と
、

こ
れ
に
加
え
臨
時
・
出
向
の
専
門
家
と
な
る
が
、
そ
の
実
数
を
捕
捉
す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。
最
近
の
数
字
で
は
、
各
総
局
（
D
G）

の
規
模
が
お
お
よ
そ
二

0
0
1五
O
O名
、
そ
の
内
、

A
グ
レ
ー
ド
（
上
級
職
相
当
）
の
行
政
官
は
六

0
1
一
二

O
名
程
度
と
し
て
い

（日〉

る
も
の
が
実
態
を
よ
り
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

却
ち
、
欧
州
委
員
会
は
、
立
法
・
行
政
機
関
と
し
て
は
非
常
に
小
さ
い
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
的
資
源
の
制
約
も
あ
っ
て
、
専

門
知
識
や
実
際
の
作
業
の
多
く
を
外
部
に
依
存
し
て
い
る
の
が
常
態
と
な
っ
て
い
る
。

そ
う
し
た
外
部
の
ア
ク
タ
ー
に
は
加
盟
国
政
府
の
官
僚
や
、
各
国
政
府
に
業
務
を
委
託
さ
れ
た
学
者
・
専
門
家
や
民
間
の
専
門
家
、

N
G
O等
が
お
り
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
会
合
や
常
設
的
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
各
種
の
作
業
部
会
等
の
多
様
な
場
で
、
政
策
立
案
の
肉
付

け
作
業
が
進
め
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
外
部
の
専
門
家
を
含
む
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
状
は
各
々
の
政
策
領
域
に
応
じ
て
実
に
多
様
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
お
り
、
概
括
的
に
扱
う
こ
と
は
難
し
い
。
こ
こ
で
は
特
に

B
S
E問
題
を
通
し
て
種
々
の
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
た
食
品
安
全
に
関

（ロ）

す
る
諮
問
体
制
を
詳
し
く
見
る
こ
と
と
す
る
。

一一
ta
－－一
i
l

一

一
九
九
七
年
ま
で
の
食
品
安
全
行
政

一
九
九
七
年
六
月
ま
で
は
、
食
品
安
全
に
関
わ
る
主
な
科
学
委
員
会
と
し
て
は
、
食
品
、
獣
疫

2
2
3ロ
同
可
）
、
動
物
栄
養
、
化
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粧
品
、
農
薬
、
有
害
物
質
・
環
境
有
害
物
質
の
六
つ
が
存
在
し
た
。

各
々
の
科
学
委
員
会
は
設
置
根
拠
が
異
な
り
、
所
管
す
る
欧
州
委
員
会
の
総
局
（
D
G）
も
、
食
品
、
化
粧
品
は
D
G
E
（
現
在
は

産
業
総
局
）
、
獣
疫
、
農
薬
は
D
G
W
H
（
現
在
は
農
業
総
局
）
、
有
害
物
質
・
環
境
有
害
物
質
は
D
G
刃
（
現
在
は
環
境
総
局
）
と
な
っ

て
い
た
。
欧
州
委
員
会
に
つ
い
て
は
総
局
ご
と
の
「
行
政
文
化
」
の
違
い
が
大
き
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
政
策
へ

（

日

）

（

U）

の
影
響
も
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
「
縦
割
り
」
の
弊
害
を
統
括
す
る
部
局
が
な
い
こ
と
も
問
題
で
あ
っ
た
。

（

日

〉

一
貫
し
て
獣
疫
科
学
委
員
会
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当
初
の

B
S
E
問
題
が
牛
（
反
努

B
S
E
問
題
に
つ
い
て
中
心
と
な
っ
た
の
は
、

動
物
）
の
奇
病
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
い
う
経
緯
か
ら
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
結
果
と
し
て
「
動
物
の
健
康
し
か
わ
か
ら

な
い
も
の
が
人
間
の
健
康
の
問
題
を
扱
う
」
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
こ
の
点
は
後
に
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
科
学
委
員
会
の
人
選
に
つ
い
て
も
、
（
一
）
欧
州
委
員
会
が
加
盟
国
の
提
示
す
る
リ
ス
ト
に
基
づ
い
て
ほ
ぼ
自
動
的
に
任
命
す

る
こ
と
か
ら
、
各
委
員
が
出
身
国
政
府
寄
り
の
見
解
に
偏
重
す
る
傾
向
、
（
二
）
そ
れ
に
加
え
て
、
英
国
出
身
の
専
門
家
の
過
大
な
プ
レ

E Uの「科学」に関する諮問体制

ゼ
ン
ス
（
他
方
で
こ
れ
は
専
門
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
る
）
が
答
申
の
偏
重
に
拍
車
を
か
け
た
、
と
指
摘
さ
れ
て

（

凶

）

い
る
。」
う
し
た
E
U
の
行
政
組
織
の
問
題
が
端
的
に
現
れ
た
例
と
し
て
、

一
九
九
六
年
六
月
の
ゼ
ラ
チ
ン
禁
輸
解
除
問
題
が
あ
る
。

一
九
九
六
年
三
月
二

O
日
に
英
国
政
府
（
よ
り
正
確
に
は
海
綿
状
脳
症
諮
問
委
員
会
一

S
E
A
C
）
が
、

一
O
人
の
若
年
C
J
D

（
ク
ロ
イ
ツ
フ
ェ
ル
ト
・
ヤ
コ
プ
病
）
患
者
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
変
異
型
C
J
D
が
B
S
E
か
ら
伝
染
し
た
可

能
性
を
否
定
で
き
な
い
と
し
た
こ
と
か
ら
、
欧
州
は
パ
ニ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
た
。
同
月
二
七
日
に
は
E
U
が
英
国
か
ら
の
牛
お
よ
び
牛
関

連
製
品
の
輸
出
禁
止
措
置
を
取
っ
た
。

こ
の
禁
輸
措
置
に
対
し
て
、
危
険
度
が
低
い
と
さ
れ
て
い
た
ゼ
ラ
チ
ン
、
獣
脂
、
精
液
に
つ
い
て
は
禁
輸
品
目
か
ら
除
外
す
る
よ
う
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求
め
る
動
き
が
生
産
者
や
業
界
団
体
か
ら
即
座
に
出
て
き
た
。
中
で
も
欧
州
ゼ
ラ
チ
ン
製
造
者
組
合

p
g
R
E
－8
0
問。m
E
E
冨
自
ロ
・

nr
“
 

nHu 
nu 
od“
 

A
U
 

an

－
A
 

nNu 

n
F
U
 
nu 
nz
“
 

an宝

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
反
対
し
、
さ
ら
に
前
述
の
科
学
委
員
会
の
内
、
食
品
、
化
粧
品
の
二
つ
の
委
員
会
も
禁
輸
解
除
に
反
対
し
た
。
内
悼のλ
“
F
h
υ
 

学法大阪

四回

a
R
m
a
a
M
W
R
8
0）
の
欧
州
委
員
会
に
対
す
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
は
強
力
で
あ
っ
た
と
い
う
。

四
月
二
六
日
に
獣
疫
科
学
委
員
会
は
、
欧
州
ゼ
ラ
チ
ン
製
造
者
組
合
の
暫
定
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
ゼ
ラ
チ
ン
、
獣
脂
、
精
液
の
B

S
E感
染
の
可
能
性
を
ロ
l
・
リ
ス
ク
と
認
定
し
、
禁
輸
解
除
を
答
申
し
た
。
こ
の
答
申
に
対
し
て
欧
州
医
薬
品
審
査
庁
（
何
日
告

gロ

冨冊。』

nEg開
4
・m巴

gtoロ
〉

mgqH円
ι
M
E
A
）
は
「
医
薬
品
に
用
い
ら
れ
る
ゼ
ラ
チ
ン
は
英
国
で
屠
ら
れ
た
牛
に
由
来
す
る
も
の
で

こ
の
ゼ
ラ
チ
ン
他
の
禁
輸
解
除
は
、
英
国
か
ら
の
牛
お
よ
び
牛
関
連
製
品
の
全
面
的
禁
輸
解
除
へ
の
道
筋
を
つ
け
る
と
い
う
政
治
的

意
味
合
い
が
あ
っ
た
。
適
正
な
レ
ン
ダ
リ
ン
グ
等
の
英
国
で
の
対
策
が
固
ま
り
次
第
、

ロ
l
・
リ
ス
ク
の
牛
お
よ
び
牛
関
連
製
品
か
ら

順
次
輸
出
を
解
禁
し
て
い
く
と
い
う
含
意
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
英
国
は
ゼ
ラ
チ
ン
禁
輸
解
除
問
題
に
も
強
硬
な
態
度
を
取
っ
た
。
こ

の
問
、
英
国
の
取
っ
た
対
E
U非
協
力
政
策
の
結
果
、
約
八

O
も
の
案
件
に
拒
否
権
が
発
動
さ
れ
た
と
い
う
。

結
果
と
し
て
、
「
科
学
」
的
見
解
が
分
か
れ
る
中
、
事
態
は
六
月
一
二
・
二
二
日
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
欧
州
理
事
会
で
の
政
治
的
決
着

（問）

に
妥
ね
ら
れ
、
英
国
国
内
で
の
適
正
な
措
置
を
条
件
に
、
ゼ
ラ
チ
ン
他
の
禁
輸
は
解
除
さ
れ
た
。

こ
の
ゼ
ラ
チ
ン
禁
輸
解
除
問
題
に
関
し
て
欧
州
議
会
の
報
告
書
は
、
欧
州
委
員
会
の
「
政
治
的
圧
力
へ
の
脆
弱
性
に
加
え
、

（印）

ン
グ
に
対
す
る
過
剰
な
反
応
、
業
界
へ
の
盲
目
の
信
頼
」
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

ロ
ビ
イ

一一

l
一
｜
二

一
九
九
七
年
六
一

O
月
の
一
連
の
改
革

前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
B
S
E問
題
に
対
す
る
「
失
政
」
へ
の
批
判
か
ら
、

一
九
九
七
年
六

i
一
O
月
に
欧
州
委
員
会
で
は
食
品
安

全
に
関
す
る
一
連
の
組
織
改
革
が
行
わ
れ
た
。



第
一
に
、
細
分
化
さ
れ
た
専
門
領
域
で
は
扱
え
な
い
問
題
（
直
接
的
に
は
B
S
E
問
題
）
に
対
処
す
る
た
め
に
学
際
科
学
委
員
会

（
富
巳
平
巴
白
色
目
】
－
Z
R可
ωn－g
E
n
p呂
田

FRom）
が
一
九
九
六
年
九
月
に
設
置
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
九
七
年
六
月
に
こ
れ
を
改
組
し

科
学
運
営
委
員
会
（
ω丘
町
民
自

n
g
m
包
括
n
o
s
E
3
0
0
H
S
S
C）
が
設
置
さ
れ
、
食
品
安
全
に
関
係
す
る
諸
分
野
の
科
学
委
員
会
の

上
位
に
位
置
し
、
こ
れ
ら
を
統
括
す
る
も
の
と
さ
れ
物

第
二
に
、

s
s
C
の
下
部
に
は
以
下
の
八
つ
の
科
学
委
員
会
（
ω
a
g同店
n
h
o
g
s－R
g）
が
置
か
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
食
品
、
動

物
栄
養
、
動
物
衛
生
・
愛
護
、
公
衆
衛
生
に
関
わ
る
獣
医
学
的
対
策

2
2
E口
問
可
冨

2
2
H
2
5
E
E
m
S
E
E
n
国

2
5）
、
植
物
、

（幻）

化
粧
品
お
よ
び
非
食
料
品
、
医
薬
品
・
医
療
器
具
、
有
害
物
質
・
環
境
有
害
物
質
・
環
境
、
の
各
科
学
委
員
会
で
あ
る
。
以
前
の
六
科

学
委
員
会
か
ら
の
変
化
は
、
（
一
）
動
物
衛
生
・
愛
護
（
従
来
は
獣
疫
科
学
委
員
会
の
内
部
セ
ク
シ
ョ
ン
）
、
薬
品
・
医
療
器
具
の
二
委

員
会
の
新
設
、
つ
己
獣
疫
に
つ
い
て
は
農
業
総
局
所
管
の
科
学
委
員
会
と
し
て
存
続
さ
せ
る
一
方
、
両
者
の
食
品
安
全
に
関
わ
る
部
分

を
扱
う
新
し
い
委
員
会
を
新
設
、
（
三
）
「
農
薬
」
を
「
植
物
」
に
、
「
化
粧
品
」
を
「
化
粧
品
お
よ
び
非
食
料
品
」
へ
と
よ
り
広
い
所

E Uの「科学jに関する諮問体制

掌
を
表
す
名
称
に
そ
れ
ぞ
れ
変
更
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

第
三
に
、
こ
う
し
た
科
学
委
員
会
の
活
動
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
、
優
秀
（
mHnm－－
8
8）
、
独
立
公
昆
相
官
邑

B
S）
、
透
明
（
片
岡
宮
中

同
福
岡
市
ロ
ミ
）
の
三
つ
の
原
則
を
明
示
的
に
掲
げ
た
こ
と
で
あ
る
。

ニ
ー
一
三

欧
州
食
品
安
全
機
関
の
設
立
へ

こ
う
し
た
食
品
安
全
に
関
す
る
諮
問
体
制
に
は
、
さ
ら
に
改
変
が
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

こ
の
間
、

B
S
E
問
題
以
外
に
も
食
品
安
全
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
事
件
が
頻
発
し
た
。

特
に
、

一
九
九
九
年
春
に
ベ
ル
ギ
ー
産
の
鶏
卵
や
鶏
肉
か
ら
高
濃
度
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
が
検
出
さ
れ
た
問
題
は
深
刻
な
政
治
問
題
と
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な
っ
た
。
こ
れ
は
、
家
畜
飼
料
工
場
の
ラ
イ
ン
に
誤
っ
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
を
含
ん
だ
油
が
混
入
し
た
こ
と
が
原
因
で
、
そ
の
飼
料
を
与

え
た
ベ
ル
ギ
ー
の
農
場
の
鶏
が
汚
染
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

E
U
の
「
首
都
」
で
あ
る
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
か
ら

は
鶏
肉
、
鶏
卵
、
次
い
で
菓
子
、

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
な
ど
の
鶏
卵
関
連
製
品
、
さ
ら
に
は
乳
牛
へ
の
汚
染
の
疑
い
か
ら
牛
乳
：
：
：
と
速

日
撤
去
さ
れ
る
品
目
が
増
え
、
商
品
撤
去
の
追
い
つ
か
な
い
棚
に
は
覆
い
が
か
け
ら
れ
る
始
末
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
生
活
が
脅
か
さ
れ

る
中
、
食
品
安
全
は
E
U官
僚
に
と
っ
て
最
優
先
課
題
と
な
っ
た
観
す
ら
あ
っ
た
。

ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
政
府
が
農
場
で
の
異
変
が
報
告
さ
れ
て
か
ら
約
二
カ
月
も
の
間
対
策
を
取
ら
な
か
っ
た
た
め
汚
染
食
品
が
流
通
し

続
け
た
こ
と
が
判
明
し
、
デ
ハ

1
ネ
首
相
が
退
陣
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
と
も
な
っ
た
。
そ
う
し
た
ベ
ル
ギ
ー
政
府
の
失
態
に
よ
る

事
態
の
悪
化
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
が
混
入
し
た
飼
料
は
既
に
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
に
も
広
く
拡
散
し
て
お

（

m） 

り、

E
U
レ
ベ
ル
で
迅
速
な
対
応
を
取
り
う
る
体
制
の
構
築
の
必
要
性
が
改
め
て
浮
か
び
上
が
っ
た
。

二
O
O
O年
一
月
に
、
欧
州
委
員
会
は
『
食
品
安
全
に
関
す
る
白
書
』
を
公
表
し
た
。
そ
の
骨
子
は
、
食
品
安
全
法
制
を
総
合
的
に

（勾）

E
F
S
A）
の
設
立
で
あ
っ
た
。

見
直
す
こ
と
と
欧
州
食
品
安
全
機
関
宙
局
8
0
S
F
a
ω
え
o
q
k
Fロ
S
O江
守
山

こ
の
白
書
の
内
容
は
周
年
一
一
月
に
欧
州
委
員
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
食
品
安
全
に
関
す
る
枠
組
み
法
規
の
提
案
（
食
品
安
全
に

（

M）
 

関
す
る
基
本
原
則
と
欧
州
食
品
安
全
機
関
の
機
構
と
権
限
を
定
め
た
規
則
案
）
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
、
翌
一
二
月
の
ニ

l
ス
欧
州
理

事
会
で
首
脳
レ
ベ
ル
の
政
治
的
な
合
意
を
得
た
。

（お）

最
終
的
に
ニ

O
O二
年
一
月
二
八
日
に
成
立
し
た
同
規
則
に
よ
る
と
、
欧
州
食
品
安
全
機
関
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

問
機
関
の
使
命
（
同
二
二
条
）
お
よ
び
職
務
（
同
二
三
条
）
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
、
（
一
）
欧
州
委
員
会
、
加
盟
国
、
各
国
食
品

安
全
機
関
、
欧
州
議
会
の
要
請
に
応
え
て
、
独
立
し
た
科
学
的
見
解
を
表
明
す
る
こ
と
、
（
二
）
食
品
安
全
、
栄
養
、
動
植
物
衛
生
、
動

物
愛
護
等
に
関
す
る
政
策
や
施
策
に
関
し
、
技
術
的
な
助
言
を
行
う
こ
と
、
（
三
）
食
生
活
の
パ
タ
ー
ン
、
摂
取
状
況
、
リ
ス
ク
等
に
関
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す
る
デ
l
タ
の
収
集
・
分
析
を
行
う
こ
と
、
（
四
）
リ
ス
ク
を
特
定
す
る
こ
と
、
（
五
）
食
品
及
び
飼
料
に
関
す
る
早
期
警
戒
シ
ス
テ
ム
を

の
六
つ
に
要
約
で
き
る
。

日
常
的
に
運
用
す
る
こ
と
、
（
六
）
市
民
に
対
し
て
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
、

問
機
関
の
組
織
は
、
執
行
理
事
会
（
冨
自
由
m
o
s
g同
ぎ
向
島
）
、
事
務
局
長
（
開
H
R
E
g
o
－Bn
g同
）
、
諮
問
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
〉
向
日

4
2
0
q

同

o
E
B）
、
科
学
パ
ネ
ル
（
ω門
広
三

B
n
A
U
O
B
E宮
山
町
自
色

ωnFBEmh
司
自
己
印
）
か
ら
成
る
。
（
同
二
四
条
）

執
行
理
事
会
は
、

一
四
名
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
さ
れ
る
。
メ
ン
バ
ー
は
欧
州
委
員
会
の
候
補
者
リ
ス
ト
に
基
づ
き
、
欧
州
議
会
と
の

協
議
を
経
た
上
で
、
理
事
会
が
決
定
す
る
。
メ
ン
バ
ー
の
内
四
名
は
関
係
団
体
（
消
費
者
団
体
や
産
業
界
を
含
む
）
の
出
身
で
あ
る
者

（幻）

と
す
る
。
執
行
理
事
会
は
、
年
次
計
画
を
採
択
す
る
と
共
に
、
事
務
局
長
の
業
務
遂
行
を
監
督
す
る
。
（
同
二
五
条
）

事
務
局
長
は
任
期
五
年
で
、
欧
州
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
き
執
行
理
事
会
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
。
事
務
局
長
は
そ
の
指
揮
下
の
ス
タ

ッ
フ
と
共
に
、
機
関
の
日
常
的
な
運
営
に
あ
た
る
。
（
同
二
六
条
）

諮
問
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
各
加
盟
国
の
食
品
安
全
当
局
の
代
表
者
で
構
成
さ
れ
る
。
執
行
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
と
重
複
で
き
な
い
。

E Uの「科学」に関する諮問体制

（
同
二
七
条
）

科
学
パ
ネ
ル
は
、
執
行
理
事
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
独
立
し
た
科
学
的
専
門
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
機
関
創
設
時
に
は
八
つ

の
科
学
パ
ネ
ル
の
設
置
が
予
定
さ
れ
、
各
パ
ネ
ル
の
議
長
お
よ
び
パ
ネ
ル
か
ら
独
立
し
た
六
人
の
専
門
家
に
よ
っ
て
成
る
「
科
学
委
員

会
」
が
必
要
な
調
整
を
行
う
。
八
つ
の
パ
ネ
ル
は
、
（
一
）
食
品
添
加
物
・
香
料
・
加
工
補
助
剤
・
食
品
接
触
物
質
、
（
二
）
飼
料
添
加
物
、

（
三
）
植
物
衛
生
・
保
護
並
び
に
残
留
物
質
、
（
四
）
遺
伝
子
組
み
換
え
物
質
、
（
五
）
栄
養
補
助
食
品
、
食
品
栄
養
、

ア
レ
ル
ギ
ー
、
（
六
）

生
物
学
的
な
危
険
、
（
七
）
食
物
連
鎖
に
お
け
る
汚
染
、
（
八
）
動
物
衛
生
・
動
物
愛
護
、

で
あ
る
。
（
同
二
八
条
）

科
学
パ
ネ
ル
に
つ
い
て
、
欧
州
委
員
会
所
管
の

S
S
Cと
五
つ
の
既
存
の
科
学
委
員
会
（
食
品
、
動
物
栄
養
、
植
物
、
獣
疫
、
農
薬
）

が
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
も
の
に
置
き
換
わ
る
旨
の
規
定
（
六
二
条
）
が
置
か
れ
て
い
る
。
前
節
で
述
べ
た
S
S
C
と
八
つ
の
科
学
委
員
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会
で
構
成
さ
れ
る
現
行
体
制
は
、
科
学
パ
ネ
ル
の
メ
ン
バ
ー
が
任
命
さ
れ
活
動
が
実
質
化
す
る
に
つ
れ
て
、
新
体
制
へ
移
行
す
る
こ
と

に
な
る
。

欧
州
食
品
安
全
機
関
の
設
立
に
よ
っ
て

E
U
の
食
品
安
全
政
策
に
ど
の
程
度
の
実
質
的
な
変
化
が
起
こ
る
の
か
は
現
時
点
で
は
未
知

（お）

数
で
あ
り
、
後
日
の
興
味
深
い
研
究
課
題
と
い
え
る
が
、
設
立
ま
で
の
経
緯
か
ら
以
下
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
欧
州
食
品
安
全
機
関
が
リ
ス
ク
評
価
と
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
主
た
る
職
務
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
従
来
の
各
国
の
行
政
に
委
ね
た
ま
ま
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
職
務
分
担
は
欧
州
環
境
庁

（E
E
A）
と
類
似
し
て
い
る
が
、

E
E
A
の
現
状
が
実
質
上
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
機
能
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
実
際

に
ど
こ
ま
で
強
力
な
機
関
と
な
る
か
に
は
疑
問
符
が
つ
く
。

第
二
に
、
独
立
性
・
中
立
性
・
優
秀
性
を
確
保
す
る
た
め
の
苦
心
で
あ
る
。
執
行
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

E
U機
関
毎
の
任

e
A
W
を
変
更
し
、
ま
た
特
に
「
任
命
さ
れ
る
人
数
よ
り
も
十
分
に
多
い
人
数
の
候
補
者
リ
ス
ト
」
を
明
記
し
た
よ
う
に
、
単
に
利
害
関
係

者
（
回

S
E’Z
E
o
a）
が
比
例
配
分
的
に
集
う
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
脱
し
よ
う
と
い
う
意
気
込
み
は
強
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
、

E
U
の

よ
う
な
機
関
で
は
特
に
難
し
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

E
U
は
地
理
的
（
出
身
国
）
お
よ
び
機
能
的
（
機
関
別
）
な
比
例
配
分
が
暗
黙
の

了
解
と
さ
れ
る
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。

二
一
一

理
事
会

理
事
会
の
下
に
も
、
個
別
の
政
策
領
域
に
応
じ
て
各
種
委
員
会
や
作
業
部
会
（
巧
R
E諸
国
M
R
q）
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
特
に
次

節
で
述
べ
る
コ
ミ
ト
ロ
ジ
l
に
か
か
る
委
員
会
が
数
も
多
く
、
か
つ
重
要
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
理
事
会
の
下
に
置
か
れ
た
各
種
の
常
設
委
員
会
の
権
限
は
重
複
す
る
部
分
も
あ
り
、
食
品
安
全
に
関
わ
る
委
員
会
の
範
囲
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を
裁
然
と
区
切
る
の
は
難
し
い
。
欧
州
委
員
会
の
食
品
安
全
に
関
す
る
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
食
品
、
観
葉
植
物
用
の
成
長
促
進
物
資

（
却
。
宮
官
包
括
富
民
包
区
富
島
。
E
S
S
E
－S
E由
）
、
果
物
種
用
成
長
促
進
物
質
（

p
o一
宮
官
民
話

5
8乱
闘
】
白
色
沼
自

Z
0
3
2席

。
g
m
g
自
色

ω宮
号
回
）
、
農
業
・
園
芸
・
林
業
の
種
子
・
植
物
、
植
物
多
様
性
保
護

8
0
5
B
R弘
司
同

MEH
〈邑
oq
回
事
件
回
）
、
植
物

衛
生
、
動
物
栄
養
、
獣
疫
、
動
物
工
学
（
官
。
宮
島
包

g
）
、
の
九
つ
の
規
制
手
続
き
に
か
か
る
委
員
会
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
内
で
、
獣
疫
常
設
委
員
会
（
ω
g昆
宮
伺
〈
四

s
a
s
q
n
O
B旨
宮

g）
は
、

B
S
E問
題
の
リ
ス
ク
管
理
に
当
た
っ
て
き
た
中
心

的
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
獣
疫
常
設
委
員
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
各
会
合
に
つ
い
て
の
議
事
録
が
存
在
せ
ず
、
簡
単
な
概
要
メ
モ
の
作
成
の

（鈎）

み
で
あ
り
、
「
そ
の
場
の
議
論
や
決
定
が
フ
ォ
ロ
ー
で
き
な
い
」
と
欧
州
議
会
の
報
告
書
も
批
判
し
て
い
る
。

一
般
に
、
理
事
会
の
会
合
お
よ
び
文
書
は
従
来
原
則
と
し
て
非
公
開
の
こ
と
が
多
く
、
近
年
「
民
主
主
義
の
赤
字
」
が
声
高
に
叫
ば

E Uの「科学」に関する諮問体制

れ
、
（
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
）
理
事
会
の
文
書
に
つ
い
て
も
「
透
明
性
」
の
観
点
か
ら
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ご
く
最
近
の

（鈎）

こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
理
事
会
事
務
局
は
規
模
が
小
さ
く
、
そ
の
主
た
る
業
務
も
会
議
の
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
中
心
で
、
細
か
い
議

事
録
等
の
資
料
は
そ
も
そ
も
作
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
実
際
に
は
多
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
獣
疫
常
設
委
員
会
に
つ
い
て
は
十
分
な
分
析
を
加
え
る
こ
と
が
難
し
い
。
こ
こ
で
は
、
二
｜
一
ー
一
節
で
触

れ
た
一
九
九
六
年
三
月
二

O
日
以
降
の
事
態
（
欧
州
議
会
の
報
告
書
に
よ
り
欧
州
委
員
会
下
の
獣
疫
科
学
委
員
会
が
厳
し
く
批
判
さ
れ

た
ケ
1
ス
）
に
つ
い
て
、
獣
疫
常
設
委
員
会
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
か
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み
る
。

一
九
九
六
年
三
月
二
五
日
の
獣
疫
常
設
委
員
会
は
、
英
国
か
ら
の
牛
お
よ
び
牛
関
連
製
品
の
輸
出
禁
止
措
置
に
つ
き
賛
成
一
四
、
反

（
英
国
の
み
）
の
表
決
で
特
定
多
数
決
に
基
づ
き
「
賛
成
」
を
答
申
し
た
。
こ
の
理
事
会
側
か
ら
の
意
見
を
踏
ま
え
て
、
同
月
二

七
日
に
欧
州
委
員
会
が
禁
輸
措
置
を
正
式
決
定
し
た
わ
け
で
あ
穏

対
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欧
州
委
員
会
側
か
ら
の
禁
輸
部
分
解
除
の
提
案
を
受
け
て
聞
か
れ
た
五
月
一
五
日
と
二

O
日
の
獣
疫
常
設
委
員
会
で
は
、
ゼ
ラ
チ
ン

と
獣
脂
の
除
外
案
に
つ
い
て
特
定
多
数
決
に
必
要
な
票
数
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
反
対
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
、
ベ
ネ
ル
ク
ス

三
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
七
カ
国
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
五
月
二

0
・
二
一
日
の
農
相
理
事
会
で
の
禁
輸

部
分
解
除
に
関
す
る
決
定
は
延
期
さ
れ
、
結
局
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
欧
州
理
事
会
で
の
首
脳
レ
ベ
ル
で
の
政
治
決
着
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と

ょ
っ
こ
O

J

’・
J
7

’

こ
の
よ
う
に
獣
疫
常
設
委
員
会
の
意
思
決
定
は
、
各
国
が
同
数
の
代
表
を
出
し
全
会
一
致
も
し
く
は
加
重
票
数
に
よ
る
特
定
多
数
決

と
い
う
方
式
を
と
る
理
事
会
の
構
造
に
準
拠
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
欧
州
委
員
会
下
の
獣
疫
科
学
委
員
会
の
意
思
決
定
に
比
し
て
、
各
々

の
加
盟
国
の
意
向
が
集
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
。
こ
う
し
た
理
事
会
の
構
造
に
対
し
て
は
、
各
国

の
「
国
益
」
に
よ
っ
て
「
超
国
家
的
」
な
意
思
決
定
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
批
判
的
な
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

B
S
E問
題
に
閲
し
て
昔
守
え
ば
、
む
し
ろ
特
定
の
加
盟
国
の
（
見
え
ざ
る
）
影
響
を
抑
制
す
る
方
向
に
働
い
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。

二
ー
三

コ
ミ
ト
ロ
ジ
！

E
U
に
お
け
る
「
科
学
」
の
諮
問
体
制
を
分
析
す
る
際
に
は
、
「
コ
ミ
ト
ロ
ジ
l
」
の
問
題
と
し
て
長
ら
く
議
論
さ
れ
て
き
た
内
容

に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

英
語
の
つ
づ
り
が
今
な
お
確
定
し
て
い
な
い
こ
の
言
葉
は
、

そ
も
そ
も
仏
語
の

B
E
g
s包
刊
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
、
「
共
同

体
立
法
に
基
づ
く
政
策
実
施
措
置
の
制
定
に
際
し
て
、
欧
州
委
員
会
に
対
す
る
意
見
を
諮
問
す
る
た
め
の
一
連
の
委
員
会
手
続
き
」
を

意
味
す
る
。
こ
の
決
定
過
程
は
一
般
の
市
民
に
は
わ
か
り
に
く
く
、
「
コ
ミ
ト
ロ
ジ
l
」
は

E
U
に
付
き
ま
と
う
数
多
い
ジ
ャ

1
ゴ
ン
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（幻）

の
中
で
も
「
市
民
に
遠
い
E
U」
を
含
意
し
つ
つ
用
い
ら
れ
る
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
欧
州
委
員
会
に
政
策
執
行
を
委
任
さ
れ
分
野
に
於
い
て
、
欧
州
委
員
会
と
理
事
会
（
加
盟
国
政
府
）
の
代
表
者
（
専
門
家
）
か

ら
構
成
さ
れ
る
各
種
委
員
会
を
通
し
て
実
際
の
施
策
に
あ
た
る
と
い
う
手
法
は
、
そ
も
そ
も
は
共
通
農
業
政
策
（
C
A
P
）
に
淵
源
を

持
つ
。
特
に
一
九
六

0
年
代
初
頭
、

フ
ラ
ン
ス
政
府
の
意
向
か
ら
、

C
A
P
と
い
う
重
要
な
政
策
領
域
に
お
い
て
欧
州
委
員
会
に
フ
リ

ー
ハ
ン
ド
を
与
え
な
い
よ
う
な
仕
組
み
が
例
外
的
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
最
終
的
に
は
管
理
委
員
会
（

n
o
E同
称
号
唱
住
吉
）

を
設
置
す
る
こ
と
で
、
欧
州
委
員
会
の
政
策
執
行
に
対
す
る
加
盟
国
側
の
関
与
が
担
保
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、

ハ
ル
シ
ユ

タ
イ
ン
初
代
欧
州
委
員
長
と
ド
ゴ

l
ル
仏
大
統
領
の
「
国
家
主
権
」
を
め
ぐ
る
綱
引
き
に
も
似
た
六

0
年
代
の
状
況
の
中
、
加
盟
国
の

意
向
が
よ
り
強
く
保
障
さ
れ
る
規
制
委
員
会
（

P
B志
向
日
開
岡
山
身
】
刊
日

g
s
Eロ
）
方
式
が
加
わ
っ
た
。

こ
う
し
た
（
E
）
E
C
の
政
策
執
行
に
際
し
て
各
種
委
員
会
を
駆
使
す
る
方
式
は
、
農
業
分
野
に
と
ど
ま
ら
ず
多
く
の
政
策
分
野
に
広

が
り
、
同
時
に
委
員
会
の
形
態
や
手
続
き
に
も
多
く
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
じ
て
甚
だ
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。

E Uの「科学」に関する諮問体制

0
7
“
 

nHv 
nu 
ny
“
 

（S
E
A）
の
調
印
が
実
現
し
た
が
、
こ
の
単
一
欧
州
市
場
計
画
に
際
し
て
は
多
く
の
技
術
的
な
立
法
を
迅
速
に
行
う
必
要
性
か
ら
、
幻

（

mω）

8
 

こ
う
し
た
コ
ミ
ト
ロ
ジ
i
の
各
種
委
員
会
を
整
理
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
八
七
年
の
理
事
会
決
定
に
よ
り
、

mm
nz
“
 

aaτ n
《

u
n
L
 

E
O
 

学法大阪

一
九
八
五
年
に
就
任
し
た
ド
ロ

1
ル
欧
州
委
員
長
は
単
一
欧
州
市
場
の
実
現
を
打
ち
出
し
、
翌
一
九
八
六
年
に
単
一
欧
州
議
定
書

コ
ミ
ト
ロ
ジ
l
に
か
か
る
各
種
委
員
会
を
経
た
手
続
き
は
基
本
的
に
、
（
一
）
諮
問
（
邑
1
8ミ
）
、
つ
己
管
理
（
自
自
由

mosg同
）
、
（
三
）

（鈍）

規
制
（
門
間
切
M
U
S
H可
）
の
三
種
類
に
整
理
さ
れ
た
一
。

（
一
）
諮
問
手
続
き
｜
｜
こ
の
手
続
き
で
は
、
単
に
欧
州
委
員
会
は
意
見
を
聴
取
し
、
決
定
に
つ
い
て
の
報
告
を
行
う
義
務
を
負
う
の
み

で
あ
る
。

（
二
）
管
理
手
続
き
｜
｜
欧
州
委
員
会
の
提
案
に
対
し
、
委
員
会
は
特
定
多
数
決
に
よ
る
決
定
を
行
い
、
不
一
致
が
生
じ
た
場
合
に
は
政



策
実
施
措
置
を
延
期
し
、
修
正
を
探
る
。
特
に
C
A
P
で
用
い
ら
れ
る
。

（
三
）
規
制
手
続
き
｜
｜
上
記
の
管
理
手
続
き
と
同
様
で
あ
る
が
、
理
事
会
側
（
コ
ミ
ト
ロ
ジ
！
委
員
会
）
が
否
定
意
見
の
場
合
に
は
理

事
会
に
回
付
さ
れ
延
期
・
修
正
の
み
で
な
く
廃
案
も
あ
り
得
る
。
獣
疫
常
設
委
員
会
は
こ
れ
に
当
た
る
。

一
九
九
九
年
五
月
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
発
効
に
合
わ
せ
上
記
一
九
八
七
年
の
理
事
会
決
定
を
改
正
し
た
一
九
九
九
年

（お）

の
理
事
会
決
定
が
行
わ
れ
、
管
理
手
続
き
、
規
制
手
続
き
が
簡
素
化
さ
れ
る
と
共
に
、
ど
の
手
続
き
を
と
る
か
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
打

（お）

ち
出
し
た
。
同
時
に
、
欧
州
議
会
の
関
与
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、

欧
州
議
会
の

「
科
学
」
諮
問
体
制

欧
州
議
会
は
、
（
一
）
議
会
で
の
審
議
は
政
治
家
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
専
門
的
な
細
目
よ
り
も
全
体
と
し
て
の
方
向
性
や
大
局
的
な

見
地
か
ら
の
も
の
が
多
い
、
会
己
議
会
の
権
限
が
政
策
分
野
に
応
じ
て
条
約
上
限
定
さ
れ
て
お
り
、
通
常
の
主
権
国
家
の
議
会
と
比
肩

し
う
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
、
（
三
）
「
議
会
」
と
し
て
の
歴
史
が
浅
い
こ
と
か
ら
、
組
織
全
般
や
立
法
補
佐
機
能
等
に
つ
い
て
も

固
ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
、
と
い
う
主
と
し
て
三
つ
の
理
由
か
ら
、

E
U
の
決
定
作
成
の
局
面
に
お
け
る
そ
の
役
割
は
限
定
的
な

も
の
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
最
近
の
欧
州
議
会
の
地
位
向
上
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
共
同
決
定
権
の
拡
張
等
の
条
約
上
の
権
限
強
化
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
特
に
一
九
九
九
年
三
月
に
サ
ン
テ
！
ル
欧
州
委
員
会
（
当
時
）
を
総
辞
職
に
追
い
込
ん
だ
頃
か
ら
実
質
的
な
政
治
的
監
督
権

を
強
め
、
そ
の
存
在
感
を
飛
躍
的
に
高
め
て
い
る
。

決
定
作
成
の
局
面
に
お
い
て
も
（
特
に
共
同
決
定
に
か
か
る
政
策
分
野
に
つ
い
て
は
）
欧
州
議
会
の
役
割
が
次
第
に
大
き
な
も
の
と

な
り
つ
つ
あ
り
、
各
種
の
指
令
案
審
議
に
際
し
て
文
言
の
修
正
を
目
的
と
す
る
ロ
ビ
イ
ン
グ
も
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（阪大法学） 52 (3・4-300)848〔2002.11〕



但
し
、
今
な
お
専
門
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
欧
州
議
会
の
能
力
に
は
疑
問
符
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
欧
州
委
員
会
や
理
事

会
（
お
よ
び
そ
の
下
に
設
置
さ
れ
た
各
種
委
員
会
の
専
門
家
）
に
専
門
知
識
を
負
う
部
分
が
大
き
い
と
す
る
評
価
が
一
般
的
で
あ
る
。

他
機
関
に
情
報
を
依
存
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
欧
州
議
会
に
も
早
く
か
ら
調
査
総
局
（
D
G
W
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

加
え
て
近
年
、
特
に
先
端
科
学
技
術
分
野
の
専
門
知
識
を
外
部
の
専
門
家
か
ら
も
得
ら
れ
る
よ
う
な
S
T
O
A
と
い
う
制
度
が
確
立
し

て
い
る
。

S
T
O
A
 

S
T
O
A
（ω
a
g
E
n
g
a同，
R
E
o－。

mg－
c三
3
5
〉
m
m
g
B
g丹
）
は
、
科
学
技
術
、
あ
る
い
は
科
学
技
術
が
社
会
・
経
済
・
環

境
に
与
え
る
影
響
に
か
か
わ
る
指
令
案
等
が
増
え
政
策
の
選
択
肢
に
つ
い
て
精
査
す
る
際
に
議
論
が
複
雑
な
技
術
的
問
題
に
ま
で
発
展

す
る
事
態
も
生
じ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
専
門
家
の
諮
問
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

E Uの「科学」に関する諮問体制

oyu 
nu 
nHv 
ny
“
 

nu 

d
A官。onu 

no 
a
n
T
 
no 
oz
“
 
炉、u

一
七
の
常
任
委
員
会
を
代
表
す
る
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
パ
ネ
ル
で
あ
る
。
和法大阪

一
九
八
七
年
に
一
八
カ
月
の
実
験
べ

l
ス
で
設
置
さ
れ

た
欧
州
議
会
の
調
査
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
る
。
そ
の
後
恒
久
的
な
も
の
と
な
り
、
形
式
的
に
は
調
査
総
局
（
D
G
W
）
内
部
に
置
か
れ
て
い

（幻）

る
が
、
独
立
性
が
高
い
。

S
T
O
A
設
立
に
あ
た
っ
て
は
米
国
議
会
に
付
設
さ
れ
た
技
術
評
価
局
（
。
B
2
0問
、
『

R
Y
E－
。
笥
〉
∞
s
a
s
g
H
O
T
A）
も
参
考

一
O
O名
以
上
の
研
究
員
を
抱
え
る
O
T
A
と
は
規
模
が
異
な
り
、
多
く
の
場
合
、
外
部
に
調
査
を
委
託
す
る

に
さ
れ
た
、
し
か
し
、

（犯）

ケ
ー
ス
が
多
い
。

S
T
O
A
の
運
営
に
関
す
る
意
思
決
定
に
あ
た
る
の
は
、

現
在
の

S
T
O
A
パ
ネ
ル
の
委
員
長
は
ト
ラ
カ
テ
リ
ス
（
E

5

5
↓E
E－
百
戸
口
円
ギ
リ
シ
ア
、

p
p
E
I
D
E）
が
務
め
、
副

委
員
長
と
し
て
マ
ク
ナ
リ
l

（
開
円
三
宮
n
Z〉
F
F
F
英、

P
S
E）
と
ハ

1
パ
！
（
冨
包
8
－
自
国
〉
何
回
。
ロ
河
川
英
、

P
S
E）
の
二
名
が



い
る
。
こ
の
三
名
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
副
議
長
（
の
丘
町
民
岡
田

ωわ
国
富
巴
υ

独、

（
鈎
）

そ
の
活
動
を
主
導
し
て
い
る
。

P
S
E）
を
加
え
た
四
名
が
パ
ネ
ル
の
ビ
ュ

1
ロ
ー
と
し
て

。メ“nHu 
nu 
oi“
 

ハU
F
h
u
 

nmu 。。nu 
n4υ a性

二
O
O
一
年
の
事
業
計
画
を
見
る
と
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
総
数
は
ニ
二
（
こ
の
内
二
件
は
二

0
0
0年
に
承
認
さ
れ
た
も
の
）
で
あ
る
。
。nλM
 

戸
、

υ学法大阪

S
T
O
A
パ
ネ
ル
は
、
議
会
活
動
に
必
要
な
専
門
的
調
査
と
し
て
各
常
任
委
員
会
か
ら
提
案
さ
れ
た
も
の
の
中
か
ら
調
査
対
象
と
す

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
決
定
し
、
こ
れ
を
内
部
・
外
部
の
専
門
家
に
委
託
し
実
際
の
調
査
を
遂
行
さ
せ
る
。
パ
ネ
ル
の
会
合
は
毎
月
開
催

さ
れ
、
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
や
進
捗
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
る
。

具
体
的
な
件
名
を
見
る
と
、
「
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生
産
能
力
」
、

「
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
と
い
っ
た
最
先
端
分
野
ゃ
、
「
拡
大
に
よ

る
E
U農
業
へ
の
影
響
」
、
「
加
盟
候
補
国
に
お
け
る
地
方
構
造
」
な
ど
の

E
U
に
特
有
の
問
題
に
加
え
、
「
E
U
と
米
国
の
文
化
セ
ク

タ
！
の
産
業
・
貿
易
構
造
の
比
較
研
究
」
、
「
劣
化
ウ
ラ
ン
弾
の
環
境
お
よ
び
健
康
へ
の
影
響
」
と
い
っ
た
米
・

E
U
間
で
の
直
接
の
懸

（
川
叫
）

案
を
も
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
。

三
ー
二

E
C
H
E
L
O
N
の
ケ
l
ス

S
T
O
A
の
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
発
端
と
な
り
、
そ
の
後
の
欧
州
議
会
の
動
き
が
世
界
の
耳
目
を
集
め
た
例
と
し
て
エ
シ
ュ
ロ
ン

が
あ
る
。
欧
州
議
会
が
子
ン
ュ
ロ
ン
（
E
C
H
E
L
O
N）
と
呼
ば
れ
る
米
国
を
中
心
と
し
た
世
界
規
模
の
通
信
傍
受
活
動
に
取
り
組
み
始
め

た
の
は
、
本
件
関
連
調
査
が
S
T
O
Aプ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
つ
と
し
て
認
定
さ
れ
た
一
九
九
七
年
に
遡
る
。

S
T
O
A
は
当
初
の
調
査

（

H
U）
 

を
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
1
に
所
在
す
る
オ
メ
ガ
財
団
（
。

go曹
司

o
s
e
gロ
）
の
ラ
イ
ト
博
士
（
胃
・

ω円
相
話
巧
自
の
回
、
吋
）
に
委
託
し
た
。

ラ
イ
ト
博
士
が
一
九
九
八
年
九
月
に
提
出
し
た
「
政
治
的
監
督
の
た
め
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
評
価
」
（
旨
M

〉宅

5
5
－a
↓R
v
g
Z色
2



（位）

。片岡
M
O】
庄
日
目
。
。
ロ
可
。
日
）
と
題
す
る
報
告
書
は
、
特
に
米
国
・
国
家
安
全
保
障
局
（
N
S
A）
に
よ
る
経
済
（
産
業
）

（必）

一
部
の
メ
デ
ィ
ア
に
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

ス
パ
イ
活
動
の
存

在
に
言
及
し
た
部
分
を
中
心
に
、

こ
の
ラ
イ
ト
報
告
書
に
基
づ
き
欧
州
議
会
は
同
月
一
六
日
の
本
会
議
で
、
「
欧
米
関
係
｜
｜
エ
シ
ュ
ロ
ン
に
関
す
る
決
議
」
を
採
択

（

H
H）
 

し
た
。
同
決
議
は
エ
シ
ュ
ロ
ン
を
「
各
国
レ
ベ
ル
お
よ
び

E
U
レ
ベ
ル
で
適
切
な
公
開
討
議
の
対
象
と
す
る
」
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
決

議
を
受
け
S
T
O
A
は
、
エ
シ
ュ
ロ
ン
関
連
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
な
る
調
査
・
研
究
を
今
度
は

I
P
T
V社
の
キ
ャ
ン
ベ
ル
（
ロ
ロ
ロ

gロ

【

U

〉
冨
冨
w
何
回
、
戸
）
に
委
託
し
た
。
キ
ャ
ン
ベ
ル
は
一
九
九
九
年
六
月
に
「
二

O
O
O年
の
傍
受
能
力
」
と
題
す
る
中
間
報
告
書
を
提
出

（釘）

し
、
さ
ら
に
同
年
一

O
月
に
「
監
視
技
術
の
発
展
と
経
済
情
報
の
悪
用
」
と
題
す
る
報
告
書
を
議
会
に
提
出
し
た
。

こ
の
キ
ャ
ン
ベ
ル
報
告
書
の
内
容
は
、
再
び
一
部
の
メ
デ
ィ
ア
に
反
響
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
こ
の
間
、

一
九
九
九
年
六
月
に
欧

州
議
会
が
改
選
さ
れ
、
選
挙
後
に
新
議
会
の
組
織
が
聞
ま
り
、
か
つ
新
欧
州
委
員
会
承
認
関
連
な
ど
の
最
重
要
案
件
を
捌
く
こ
と
に
忙

殺
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
二

O
O
O年
二
月
に
な
っ
て
、
市
民
の
自
由
と
権
利
・
司
法
内
務
委
員
会
（
L
I
B
E）
が
「
個
人
情
報
の

E Uの「科学」に関する諮問体制

保
護
に
関
す
る
公
聴
会
」
を
開
催
す
る
運
び
と
な
っ
た
。

特
に
二
三
日
に
行
わ
れ
た
公
聴
会
に
は
キ
ャ
ン
ベ
ル
本
人
も
出
席
し
、
米
国
主
導
の
「
エ
シ
ュ
ロ
ン
」
を
中
心
と
す
る
通
信
傍
受
活

動
に
関
す
る
集
中
審
議
の
様
相
を
呈
し
た
。

キ
ャ
ン
ベ
ル
報
告
書
自
体
に
関
し
て
は
、
確
実
な
挙
証
に
乏
し
く
、
そ
の
内
容
の
信
愚
性
に
疑
問
符
を
投
げ
か
け
る
議
員
も
少
な
く
・

な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
市
民
の
自
由
と
権
利
・
司
法
内
務
委
員
長
を
務
め
る
ワ
ト
ソ
ン

S
E
E
2
4
5吋
ω。
男
英
、

E
L
D
R）
は

な公
い聴
」会
と後
L、に
つ 一寸

印キ
象ヤ
をン
述べ
ベル
て報
い告
と）46書
o~ は、
エ
シ
ュ
ロ
ン
が
産
業
ス
パ
イ
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
十
分
な
証
拠
を
供
す
る
に
は
至
っ
て
い

し
か
し
、
こ
の
公
聴
会
は
メ
デ
ィ
ア
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
欧
州
の
大
陸
諸
国
を
中
心
に
、
急
速
に

（阪大法学） 52 (3・4-303)851〔2002.11〕



米
N
S
A
の
活
動
を
中
心
と
し
た
国
際
通
信
傍
受
の
現
状
を
問
題
視
す
る
動
き
が
強
ま
っ
た
。
と
り
わ
け
二
三
日
付
の
ル
・
モ
ン
ド
紙

が
ト
ッ
プ
三
面
を
使
っ
て
キ
ャ
ン
ベ
ル
報
告
書
を
取
り
上
げ
て
い
る
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
反
応
に
は
激
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
メ
デ

ィ
ア
ば
か
り
で
な
く
、
ギ
グ
l
司
法
相
が
エ
シ
ュ
ロ
ン
に
よ
る
経
済
活
動
へ
の
ス
パ
イ
行
為
に
対
す
る
非
難
声
明
を
出
し
、
ま
た
国
民

（灯）

議
会
防
衛
委
員
会
の
ク
ィ
ル
委
員
長
は
調
査
委
員
会
の
設
置
を
表
明
し
た
。
こ
れ
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
当
時
の
欧
州
議
会
議
長
で

あ
る
フ
ォ
ン
テ
l
ヌ
（
呂

gぽ
明
。
Z
寸
〉
盟
何
日
仏
、

p
p
E
1
D
E
）
は
、
「
こ
う
し
た
ス
パ
イ
行
為
に
対
し
て
公
式
の
抗
議
が
為
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
に
感
じ
る
こ
と
も
当
然
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
：
：
：
公
聴
会
の
結
果
を
受
け
て
［
欧
州

（必）

議
会
と
し
て
］
ど
う
動
く
か
は
各
政
党
グ
ル
ー
プ
が
と
る
態
度
に
か
か
っ
て
い
る
」
旨
の
声
明
を
二
四
日
付
け
で
出
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
状
況
下
、
公
聴
会
も
二
四
日
に
な
る
と
、
（
産
業
ス
パ
イ
関
連
と
い
う
こ
と
で
出
席
し
た
）
域
内
市
場
担
当
欧
州
委
員
で
あ
る
ボ

ル
ケ
ス
タ
イ
ン
（
明
号
由
回
。
口
内
担
当
一
回
Z
）
の
「
「
憶
測
」
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
い
う
発
言
に
対
し
て
欧

（

ω） 

州
議
会
議
員
か
ら
集
中
砲
火
が
浴
び
せ
ら
れ
る
雰
囲
気
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
後
、

エ
シ
ュ
ロ
ン
問
題
は
、
欧
州
議
会
の
翌
三
月
会
期
（
プ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
開
催
さ
れ
る
ミ
ニ
・
セ
ッ
シ
ョ
ン
）
に
於
い
て
審

議
さ
れ
た
。
三

O
日
の
本
会
議
に
先
立
ち
、
二
九
日
中
に
は
緑
グ
ル
ー
プ
（
V
／
A
L
E
－
欧
州
統
一
左
翼
（
G
U
E／
N
G
L
）

を
中
心
に
一
七
一
名
の
議
員
が
エ
シ
ュ
ロ
ン
問
題
に
関
す
る
特
別
調
査
委
員
会
の
設
置
を
求
め
る
要
求
に
署
名
を
済
ま
せ
て
い
た
。

特
別
調
査
委
員
会
（
打
。
B
呂
志

mazszg）
は
、
現
行
E
C
条
約
一
九
三
条
に
根
拠
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
調
査
権
限
は

〈日）

一
九
九
五
年
の

E
U
三
機
関
合
意
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
証
人
の
出
頭
拒
否
に
対
し
て
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
課
す
権
限
こ
そ
持
た
な
い
も
の

の
、
特
に
加
盟
国
政
府
（
こ
の
場
合
は
英
国
）
が
証
人
と
し
て
の
出
頭
を
拒
否
し
た
場
合
に
は
、
条
約
の
精
神
に
抵
触
す
る
も
の
と
し

て
E
U
わ
政
治
危
機
を
惹
起
し
か
ね
な
い
事
態
と
な
る
。

四
月
二
二
日
の
代
表
者
会
議
（
。
。
丘
町
円

g
B
弘
司
向
田
区
m
E白
川
議
長
と
各
政
党
グ
ル
ー
プ
代
表
か
ら
成
る
欧
州
議
会
の
議
事
運
営
組
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織
）
は
、
各
政
党
グ
ル
ー
プ
の
議
席
数
に
応
じ
た
票
決
に
よ
っ
て
、
特
別
調
査
委
員
会
で
は
な
く
、
よ
り
調
査
権
限
の
弱
い
臨
時
委
員

会
（
g
g
H】O円
RM『
g
g
B宮
町
内
）
を
設
置
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に
対
し
て
は
、
な
お
も
異
議
が
出
さ
れ
た
が
、
結
局

七
月
五
日
の
本
会
議
で
賛
成
多
数
（
賛
成
三
四
O
、
反
対
二
一

O
、
棄
権
一
五
）
に
よ
り
、

置
が
決
定
さ
れ
た
。

エ
シ
ュ
ロ
ン
に
関
す
る
臨
時
委
員
会
の
設

臨
時
委
員
会
は
コ
エ
リ
ョ
委
員
長
信
旦
oω

ゎ
。
田
恒
？
ポ
ル
ト
ガ
ル
、

p
p
E
1
D
E）
を
選
出
し
、
本
件
に
関
す
る
報
告
担
当

（

臼

）

議
員
と
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
議
員
（
副
議
長
、
前
述
S
T
O
A
パ
ネ
ル
の
メ
ン
バ
ー
）
を
指
名
し
、
九
月
に
活
動
を
開
始
し
た
。
シ
ュ
ミ

ッ
ト
報
告
書
は
最
終
的
に
翌
二

O
O
一
年
五
月
に
臨
時
委
員
会
宛
て
に
提
出
さ
れ
、
七
月
に
臨
時
委
員
会
で
採
択
さ
れ
、
九
月
の
本
会

議
で
採
択
さ
れ
た
。

エ
シ
ュ
ロ
ン
問
題
は
そ
の
後
も
米
欧
聞
の
懸
案
と
し
て
間
欺
的
に
浮
上
し
て
い
る
が
、
欧
州
議
会
に
お
い
て
は
関

（
応
）

連
調
査
が
S
T
O
A
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
現
在
も
進
行
中
で
あ
る
。

振
り
返
っ
て
子
ン
ュ
ロ
ン
問
題
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
背
景
を
考
え
る
と
、
短
期
的
に
は
一
九
九
八
年
に
公
開

E Uの「科学Jに関する諮問体制

さ
れ
た
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
ε何
回
開
忌
可

asmωss・
－
（
邦
題
『
エ
ネ
ミ
1
・
オ
プ
・
ア
メ
リ
カ
』
一

N
S
A
に
よ
る
監
視
の
恐
怖
を
描

き
出
し
た
内
容
）
が
世
論
に
与
え
た
影
響
を
指
摘
で
き
る
。

さ
ら
に
、
よ
り
長
期
的
に
は
、
冷
戦
終
鳶
後
の
世
界
で
政
治
・
軍
事
面
に
於
け
る
「
唯
一
の
超
大
国
」
と
な
っ
た
米
国
が
、
経
済
面

で
も
「
一
人
勝
ち
」
の
様
相
を
ま
す
ま
す
強
め
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
他
地
域
が
「
不
快
感
」
を
強
め
て
い
た
こ
と
が
下
地
と
し
て
存

在
し
た
。
「
子
ン
ュ
ロ
ン
問
題
が
本
質
的
に
は
米
・
日
・
欧
の
三
極
を
中
心
に
日
夜
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
H

経
済
戦
争
μ

（
白
山
）

も
あ
る
と
い
う
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
は
当
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

の
一
環
で

エ
シ
ュ
ロ
ン
に
関
す
る
文
献
に
は
論
拠
の
あ
や
ふ
や
な
も
の
が
少
な
く
な
く
、
ま
た
、

エ
シ
ュ
ロ
ン
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
（
実
在

す
る
か
否
か
を
含
め
）
筆
者
の
知
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
な
い
。
し
か
し
実
は
S
T
O
A
の
委
託
調
査
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
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欧
州
議
会
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
報
告
書
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
実
証
的
な
も
の
と
言
え
る
か
は
相
当
に
疑
問
で
あ
る
。

本
稿
の
テ
l
マ
に
と
っ
て
重
要
な
点
は
、
こ
う
し
た
確
実
な
情
報
が
得
ら
れ
な
い
状
況
で
、
欧
州
議
会
が
S
T
O
A
に
よ
る
（
少
な

く
と
も
表
見
的
に
は
）
「
独
立
・
中
立
」
の
調
査
報
告
を
も
と
に
「
エ
シ
ュ
ロ
ン
」
を
政
治
問
題
化
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
、

と
い
う
事
実
で
あ
る
。

四

わ

お

り

「
リ
ス
ク
社
会
論
」
で
知
ら
れ
る
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
ベ
ッ
ク
は
、
そ
の
鴨
矢
と
な
っ
た
著
作
『
リ
ス
ク
社
会
』
の
「
政
治
の
枠
が

と
り
払
わ
れ
る
」
と
題
し
た
章
で
、
政
治
シ
ス
テ
ム

（
特
に
議
会
）
の
機
能
喪
失
を
以
下
の
二
つ
の
事
態
か
ら
説
い
て
い
る
。

コ
つ
に
は
、
議
会
や
行
政
府
で
の
決
定
に
お
い
て
技
術
者
の
し
め
る
比
重
が
増
大
し
て
お
り
、
組
織
さ
れ
た
権
力
団
体
や
圧
力
団

体
が
台
頭
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
事
態
は
、
政
治
的
決
定
が
ま
す
ま
す
科
学
化
さ
れ
る
に
つ
れ
、
政
治
機
関
は
、
（
例

え
ば
環
境
政
策
の
分
野
と
か
、
あ
る
い
は
大
規
模
技
術
の
選
択
や
そ
の
立
地
の
決
定
に
お
い
て
）
専
門
家
の
勧
告
を
実
行
す
る
に
過
ぎ

（町）

な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
」

こ
う
し
た
「
科
学
」
の
政
治
シ
ス
テ
ム
へ
の
埋
め
込
み
は
現
代
社
会
に
共
通
の
も
の
と
思
わ
れ
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
行
政
の
変
化

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

E
U
の
場
合
に
は
次
の
三
点
に
特
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
に
、
政
策
執
行
手
段
を
比
較
的
容
易
に
移
行
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
政
策
執
行
の
手
段
に
は
大
別
し
て
、
（
一
）
政
府
の
部
局
に

よ
る
も
の
、
（
二
）
司
法
に
よ
る
統
制
、
（
三
）
独
立
行
政
法
人

S
m
g
Q）
、
（
四
）
自
主
規
制
、
が
あ
る
が
、

E
U
で
は
こ
の
手
段
選
択

に
弾
力
性
が
大
き
い
。

食
品
安
全
に
閲
す
る
諮
問
体
制
の
変
遷
を
振
り
返
る
と
、
個
別
の
諮
問
委
員
会
に
よ
る
対
応
↓
分
野
を
横
断
し
て
統
括
す
る
部
局
の
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必
要
↓
内
部
部
局
の
新
設
↓
独
立
性
・
中
立
性
の
要
請
↓
外
部
機
関
（
独
立
行
政
法
人
）
の
設
置
、
と
い
う
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
組
織
対
応
が
E
U
で
は
容
易
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
E
Uが
歴
史
の
浅
い
政
体
で
あ
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、

E
U
の
場
合
に
は
、
政
治
・
行
政
の
変
化
が
E
U
レ
ベ
ル
と
加
盟
国
レ
ベ
ル
で
独
特
の
連
動
を
起
こ
し
つ
つ
進
展
し
て
い

る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
E
U
レ
ベ
ル
の
政
治
・
行
政
が
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
各
国
の
政
治
・
行
政
文
化
の
相
E
作
用
の

生
成
物
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
が
、
近
年
で
は
（
反
対
ベ
ク
ト
ル
の
）
圏
内
政
治
・
行
政
の
欧
州
化
に
よ
る
変
化
も
関
心
を
集

（関）

め
て
い
る
。
「
科
学
」
諮
問
体
制
に
つ
い
て
も
、
環
境
や
食
品
安
全
に
関
す
る
リ
ス
ク
分
析
の
職
務
分
担
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

E
U

レ
ベ
ル
と
加
盟
国
レ
ベ
ル
の
双
方
で
変
化
が
生
じ
つ
つ
あ
る
。

第
三
に
、
「
民
主
主
義
の
赤
字
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
『
欧
州
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
白
書
』
に
際
し
て
特
に

（

ω〉

「
科
学
」
に
関
す
る
諮
問
体
制
を
検
討
し
た
作
用
部
会
の
報
告
書
で
は
、
専
門
知
識
の
民
主
化
を
図
る
上
で
の
七
つ
の
目
標
（
ア
ク
セ

ス
と
透
明
性
、

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
、
実
効
性
、
早
期
警
報
、
独
立
・
統
一
性
、
多
元
性
、
質
）
を
掲
げ
、
そ
の
達
成
の
た
め
に
、

E Uの「科学」に関する諮問体制

（
一
）
専
門
家
の
関
与
の
現
状
（
関
連
委
員
会
・
機
関
・
研
究
所
等
）
に
つ
い
て
の
目
録
作
成
、
（
二
）
専
門
知
識
利
用
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

作
成
、
（
三
）
一
層
の
公
開
性
と
参
加
、
（
四
）
専
門
知
識
の
拡
充
・
統
合
、
（
五
）
リ
ス
ク
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
過
程
の
一
層
の
統
合
、
と
い

う
五
つ
の
行
動
指
針
を
挙
げ
て
い
る
。

E
U
の
政
策
サ
イ
ク
ル
に
関
わ
る
無
数
の
各
種
委
員
会
や
作
業
部
会
の
存
在
に
つ
い
て
は
本
稿

で
も
言
及
し
た
が
、
そ
う
し
た
専
門
家
の
関
与
の
現
状
把
握
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
、
そ
の
民
主
化
に
つ
い
て
も
検
討
で
き
な
い
状
況
で

あ
る
と
も
い
え
る
。

本
稿
を
結
ぶ
に
あ
た
り
、

E
U
の
「
科
学
」
に
関
す
る
諮
問
体
制
と
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
「
科
学
」
の
意
味
合
い
を
世
界
政
治
の

中
に
位
置
付
け
て
み
よ
う
。

食
品
安
全
分
野
に
つ
い
て
見
る
と
、

E
U
の
体
制
お
よ
び
方
策
が
現
在
も
（
試
行
錯
誤
を
伴
い
つ
つ
）
形
成
途
上
に
あ
る
こ
と
が
わ

（阪大法学） 52 (3・4-30η855〔2002.11〕



か
る
。

B
S
E問
題
に
つ
い
て

E
U
の
対
策
の
先
進
性
を
説
き
日
本
で
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
並
み
」
の
対
策
の
必
要
性
を
訴
え
る
論
調
も

見
ら
れ
る
が
、
欧
州
の
対
策
の
先
進
性
は
相
応
の
失
敗
と
い
う
代
償
を
払
つ
て
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
政
策
は
欧
州
の
文
脈
か
ら

（飢）

生
じ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

と
同
時
に
、

E
U
は
自
ら
の
体
制
・
対
策
が
形
成
途
上
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
第
三
国
や
国
際
交
渉
の
場
で
は
堂
々
と
主
張
し
、
（
特

に
米
国
に
対
抗
し
う
る
）
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
た
び
た
び
成
功
し
て
い
る
の
も
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。

こ
う
し
た
自
己
主
張
の
側
面
は
エ
シ
ュ
ロ
ン
問
題
に
は
極
端
な
形
で
現
れ
て
い
る
。

S
T
O
A
の
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
政
治

的
な
思
惑
が
背
後
に
あ
り
、
外
交
上
の
「
カ
1
ド
」
に
な
り
う
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、

S
T
O
A
の
よ
う
な
体
制
で
、
ど
こ

ま
で
実
証
的
な
調
査
が
さ
れ
て
い
る
の
か
も
甚
だ
心
も
と
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
あ
や
ふ
や
な
「
論
拠
」
を
つ
き
つ
け
、
い
わ
ば

挙
証
責
任
を
相
手
方
に
転
嫁
し
て
し
ま
う
し
た
た
か
さ
が
欧
州
外
交
ら
し
さ
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（1
）
村
上
楊
一
郎
は
科
学
の
歴
史
を
、
（
1
）
近
代
科
学
の
粗
型
が
生
ま
れ
た
一
七
世
紀
以
降
の
「
前
科
学
期
」
、
（
2
）
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主

義
を
経
て
宗
教
と
の
分
離
が
進
み
、
専
門
領
域
毎
に
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
科
学
者
集
団
）
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
一

九
世
紀
の
「
原
科
学
期
」
、
（
3
）
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
フ
イ
ツ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
産
業
、
政
治
、
医
療
、
軍
事
等
の
「
外
部
」
か
ら
の
任
務

遂
行
型
に
重
点
を
移
し
て
い
く
こ

O
世
紀
の
「
新
科
学
期
」
の
三
期
に
分
け
て
論
じ
る
。
佐
々
木
毅
／
金
泰
昌
編
（
二

O
O二
）
『
公
共
哲

学
8

科
学
技
術
と
公
共
性
』
二
ハ
一
｜
一
二
八
頁
。

特
に
「
新
科
学
期
」
に
は
、
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
政
治
や
軍
事
と
い
っ
た
「
外
部
」
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ

て
い
く
側
面
も
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
科
学
技
術
と
社
会
の
聞
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
を
議
論
す
る
S
T
S
G
a
g
s－
斗

R
v
g－

E
匂
白
邑
ω
2
5
Q）
研
究
に
対
す
る
関
心
を
筆
者
も
共
有
し
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
特
に
「
科
学
」
と
「
科
学
技
術
」
を
峻
別
せ
ず
、

科
学
や
技
術
を
包
括
的
に
と
ら
え
る
概
念
と
し
て
「
科
学
」
を
用
い
て
い
る
。

（2
）
岩
田
信
人
「
予
防
原
則
と
W
T
o－
－
有
害
性
の
科
学
的
証
拠
が
な
く
て
も
輸
入
禁
止
に
で
き
る
か
」
『
貿
易
と
関
税
』
二

O
O
一
年

二
月
号
、
三
二
！
三
九
頁
。
園
内
規
制
が
W
T
O
の
規
定
に
照
ら
し
て
合
法
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
①
透
明
性
、
②
内
外
無
差
別
、
③
必
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要
性
、
の
三
つ
の
用
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

（3
）
予
防
原
則
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
中
村
民
雄
「
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
規
制
に
お
け
る
「
予
防
原
則
」
の
形
成
｜
｜
国
際
法
と
圏

内
法
の
相
互
形
成
の
一
事
例
研
究
｜
｜
」
『
社
会
科
学
研
究
』
第
五
二
巻
第
三
号
、
八
五
｜
二
八
頁
、
国
民

S
8
9
2巳－
m
E
G
g
s－

S
E
R
g
S量
ミ
ま
号
審

S
苦

N
S
S
5・
E
昆
S
H
官
官
g－
を
参
照
。
な
お
、
後
者
は
欧
州
環
境
庁
（
E
E
A）
に
関
与

す
る
研
究
者
の
共
著
で
、
予
防
原
則
の
起
源
と
定
着
を
早
い
時
期
に
読
み
込
む
姿
勢
で
一
貫
し
て
い
る
。

（4
）
開

5宮
g
n
o
B
E
m
g
p
e
g
s札
宣
言
、
S
苦

p
s
g
g
－a
苦

言
S
Rき
ま
ヨ
ま
さ

e
k
r
g冨
（
回
。
。
。
〉
匡
邑
・

（5
）

F
S
E
R－開
nw向島・（
HSH）
bs－
g
喜
尋
な
誌
を
遺
体
お
き
ま
き
ま

S

E恒
常

5
E
B
E
O黒
羽
目

B
R
g
a
g－
レ
1
ピ
ン
ダ

ー
に
よ
る
予
防
原
則
の
十
一
の
意
味
と
は
、
（
一
）
特
定
物
質
や
原
因
に
帰
責
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
直
接
生
じ
う
る
損
害
の
防
止
（
「
限

止
状
況
」
と
し
て
の
予
防
原
則
）
（
二
）
生
態
学
的
に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
空
間
を
保
全
す
る
た
め
の
排
出
軽
減
（
三
）
既
知
だ
が
蓋
然
性
の
低

い
リ
ス
ク
の
軽
減
（
四
）
明
白
・
具
体
的
だ
が
、
損
害
の
程
度
が
明
ら
か
で
は
な
い
リ
ス
ク
の
軽
減
（
五
）
（
具
体
的
な
リ
ス
ク
が
存
在
し
な
い

場
合
に
お
い
て
も
）
環
境
負
荷
の
最
小
化
を
図
る
こ
と
（
六
）
最
善
の
環
境
オ
プ
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
（
七
）
現
況
の
悪
化
禁
止
（
八
）
無
害
性
の

証
明
が
で
き
な
い
場
合
に
は
排
出
や
当
該
物
質
使
用
に
よ
っ
て
環
境
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
禁
止
（
九
）
ゼ
ロ
・
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
規
則

（
十
）
資
源
利
用
に
か
か
わ
る
紛
争
回
避
の
規
則
（
十
一
）
資
源
の
持
続
的
な
利
用
の
規
則
、
で
あ
る
。

（

6）

E
S
F
E
E
S
E
m
o－－
d
m
p
g
E
g
a
E
E吾
皇
宮
F
E
z
－Eao回、忌
H
E遺品邑

AB要
望
還
さ
き
E
ま
Er

〈
o－・
8
・
2
0・Y
苫－

S
1
5＠
・
ま
た
岩
田
前
掲
論
文
で
は
、
「
予
防
原
則
」
の
具
体
化
を
求
め
ら
れ
た
欧
州
委
員
会
が
「
予
防
原
則
」
の
適

用
の
た
め
に
少
な
く
と
も
「
リ
ス
ク
評
価
」
「
リ
ス
ク
管
理
」
「
リ
ス
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
の
三
要
素
が
満
た
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す

る
文
書
を
W
T
0
・
C
T
E
（
環
境
と
貿
易
委
員
会
）
と
S
P
S委
員
会
に
対
し
て
提
出
し
た
経
過
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
岩
田
も
指
摘
す

る
よ
う
に
、
こ
の
三
要
素
は
従
来
よ
り
食
品
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
手
法
（
リ
ス
ク
分
析
）
の
三
要
素
と
し
て
広
く
普
及
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
「
予
防
原
則
」
に
関
し
て
特
に
目
新
し
い
特
徴
づ
け
が
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（7
）

V与
を
3・
自
民
旬
0
・宣明。回

V
E
E
gミ
g
o
S豆
町
お
l
音
色
白
E
・E
・
引
用
は
二
一
頁
。

（8
）
巧
四
回
田
島
・
4
『
o－
哲
出
向
＼
d
F帽
〈

R
S吉
田
開
冒
身

E
S
n
v
g冨冊目
g
v
g田宮同冊目
J
S
H
V♀
仲
間
ロ
皆

nz－富田
HE央
F
E
R－関
ony回
g
g

邑田・（

HSa）
・
同
町
善
意
皆
吉
h
a
R
m『
a
S
F
S
E
B
L
k
m田
宮
＋

E
E
n
y
署－

HEIEH・
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ス
に
よ
る
E
U
の
政
策
サ
イ
ク
ル
の

図
に
つ
い
て
は
、
小
川
有
美
編
（
一
九
九
九
）
『
E
U諸
国
』
東
京
一
自
由
国
民
社
、
一
一
九
頁
、
も
参
照
願
い
た
い
。
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（9
）
中
村
前
掲
論
文
で
は
、
「
予
防
原
則
」
が
如
何
に
立
法
実
務
に
お
い
て
類
推
適
用
さ
れ
つ
つ
確
立
し
て
き
た
か
を
論
じ
て
い
る
。

（
叩
）
古
く
は
ハ

1
ス
の
新
機
能
主
義
理
論
か
ら
、
レ
ジ
ー
ム
論
、
政
策
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
論
、
近
年
の
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
論
に
至
る
ま
で
、
超
国

家
・
国
家
・
地
域
と
い
う
統
治
形
態
の
多
層
性
（
昌
巳
E
2色
。
。
S
B
8
8）
を
重
視
す
る
立
場
で
は
、
欧
州
委
員
会
が
シ
ス
テ
ム
の
中

心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
他
方
、
国
家
に
中
心
的
な
視
座
（
ω
E中。
g
E
n）
を
お
く
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
や
リ
ベ
ラ
ル
政
府
間
主
義

に
お
い
て
も
、
欧
州
委
員
会
（
を
中
心
と
し
た

E
U機
関
）
を
、
国
家
と
対
抗
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
し
た
上
で
、

（
取
引
費
用
削
減
に
よ
る
）
国
家
間
交
渉
の
促
進
ア
ク
タ
ー
と
し
て
、
そ
の
分
析
に
紙
幅
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。

欧
州
統
合
へ
の
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
文
献
に
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
最
近
の
も
の
と
し
て
以
下
を
参
照
。
問
。
曲
目
o
E日
E

G
g
s
－↓
F
g乱
2
0同
何
回
旬
。
胃
S
F丹市岡
g
E
C
P
E
E
D
R
5
a
E
Z
8・円
U
5
8
0
a
H
S
F
巴
E
E回
目
4
・（
NSH）・同岩崎司
S
S
F
S
S

HSF宅島
H
5・
戸
。
邑
OR
皆同
p
m哲
司
－
E
T
H
H
N・

（日）

F
R
a
g－』
o
E
ω
E
n
w
E
O
P
E
n
z
m
－E曲・（
NOON）・同
w
h
h
a
S
R
R
8
3
3吉
岡

Rミ

sss。
号
互
い
。
き
a
c号

g
s
p－8
9

官
官
・
］
戸
串
H
S
H
め

ω・

（臼）

E
U
の
B
S
E対
策
に
隠
し
て
は
、
池
田
正
之
（
二

O
O二
）
『
食
の
リ
ス
ク
を
問
い
な
お
す
｜
｜

B
S
Eパ
ニ
ッ
ク
の
真
実
』
ち
く

ま
新
書
、
島
森
宏
夫
／
山
田
理
「

E
Uに
お
け
る
牛
海
綿
状
脳
症
（

B
S
E）
対
策
の
強
化
」
『
畜
産
の
情
報
（
海
外
編
）
』
二

O
O
一
・
九
、

六
一
｜
七
O
頁
、
高
山
隆
子
「

E
U食
料
の
リ
ス
ク
問
題
｜
｜
狂
牛
病
を
中
心
に
」
『
海
外
事
情
』
（
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
）
二

O
O

二
年
一
月
号
、
五
一
1

六
七
頁
。

（日）

C
R
冨
n
z
z
P
R
E
s－口町
E
包括

P
－
g岡
市
百
円
宮
町
開
R
8
8回
。
。
ョ
呂
田

aoロ円、ロ回叩門
U
8
2
0向。。
B官
民
a
s
s
ι
開
ロ
再
。
ロ
B
m
E
J

BHZE同
g
y
z
m巴
邑
・
（
M
g
e・hH
酔
芝
居
室
A
E
Z
S
S
み
ま
S
A三
宮
阿
佐
喜
一
恒
言
。
E
S
S
E
S
M
E
a－－
F
D
E
O
R
冨
n
z
g－
事

a
l
g－
と
り
わ
D
G
W品
（
現
在
の
環
境
総
局
）
に
つ
い
て
は
、
設
立
の
経
緯
か
ら
環
境
N
G
O出
身
の
ス
タ
ッ
フ
が
多
数
を
占
め
、
そ
の

後
の
統
一
採
用
試
験
に
よ
る
新
規
採
用
や
他
の
総
局
と
の
人
事
交
流
の
結
果
い
く
ら
か
薄
ら
い
で
い
る
と
は
い
え
、
な
お
異
質
な
行
政
文
化

を
色
濃
く
残
し
て
い
る
。

（H
）
一
九
九
九
年
九
月
に
プ
ロ
l
デ
ィ
欧
州
委
員
会
は
組
織
を
全
面
的
に
再
編
し
、
同
時
に
各
総
局
の
名
称
を
従
来
の
数
字
（
D
G
I、
D

G
E、
：
・
）
か
ら
所
管
の
政
策
領
域
（
対
外
関
係
総
局
、
経
済
・
金
融
総
局
、
・
：
）
に
変
更
し
た
が
、
そ
の
際
に
保
健
・
消
費
者
保
護
総
局

の
下
に
食
品
安
全
の
関
連
部
局
を
統
合
し
て
い
る
。
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（
日
）
こ
の
欧
州
委
員
会
の
下
に
設
置
さ
れ
た
獣
疫
科
学
委
員
会
が
リ
ス
ク
評
価
に
あ
た
り
、
次
節
で
扱
う
理
事
会
の
下
に
設
置
さ
れ
た
獣
疫

常
設
委
員
会
が
リ
ス
ク
管
理
に
あ
た
る
、
と
い
う
役
割
分
担
に
つ
い
て
の
記
述
も
散
見
さ
れ
る
が
、
理
事
会
側
の
決
定
や
意
向
は
欧
州
委
員

会
の
リ
ス
ク
評
価
に
も
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
て
影
響
を
与
え
て
お
り
、
さ
ら
に
は
双
方
の
委
員
会
に
参
加
す
る
専
門
家
に
は
重
複
が
少
な
く

な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
実
際
の
機
能
に
は
裁
然
と
し
た
区
別
は
な
か
っ
た
。

（
団
）
一
九
九
O
年
二
月
か
ら
一
九
九
五
年
六
月
ま
で
の
四
回
の
会
議
に
つ
い
て
獣
疫
科
学
委
員
会
の

B
S
E小
委
員
会
の
参
加
者
を
見
る
と
、

参
加
者
九
1
十
名
の
う
ち
四

i
五
名
が
英
国
出
身
者
で
あ
り
、
議
長
ポ
ス
ト
も
常
に
握
っ
て
い
た
と
い
う
。
刷
局
8
gロ
E
H
E
B
S
F

J
F
S
O
S
q
E
g
g
－R2
0向
E
E
S
s
s
g開（
E
S
H－§ミ
s
a
s
a
o霊
安
豊
富
sshqミ
急
＆
S
S
喜－

g
s
苦
言
宣
言
S
宣
言

晶
、
む
さ
き
諸
国
守

FHsssh白町
g
e
国
民
§
き
ミ
マ
－
A
n
E
S
e
智
弘
RSHH一
言
晶
、
音
。
語
遠
足
訟
を
邑
亘
書
町
g
a
n－緯号、
E
’OOぬ
qgN

官
官
・
］

F01HH・

（汀）

S
R
署・

8
占・

（
問
）
貝

UEhωmwNogagaH
こ
E四
5
8・

（
悶
）
何
回
尚
一
胃

8
3
H
E
B
B
F
e－
S
唱－

S
－

（
却
）
《

Uogs－阻包白
U
m
g
g
Z
0・S
き
言
。
020』
E
m
g
s・
5
ゐ
寄
宜
、
S
E
E
H
S
h叩
N
S－
U可

（剖）

E
g
g－白色
s
p
a
eロ
Z0・
S
ミ
由
同
開
。
。
町
民

E
三
由
也
叫
・
宮

HO寄
E
L言、
ghhNωNhw信－
S
・喝

（

n）
hh
～E
『
［
ベ
ル
ギ
ー
の
日
刊
紙
］
、
留
目
白
「

ωHS同
「
と
巳

p
s
s・

（
お
）
当
初
提
案
で
は
「
欧
州
食
品
機
関
」
宙

R
8
m
s
g
a
h
p邑
5
島
ち
と
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
政
治
過
程
で
機
関
の
役
割
を
明

確
に
す
る
た
め
、
名
称
が
変
更
さ
れ
た
。

（
鈍
）
【

U。
冨
（
N
S。）叫
g
p邑
・
∞

Z04m岡田宮崎
NOg－

（
お
）
官
官

E
s
s
e
z。
ロ
器

S
N
O岡
野
帽
何
回
肖
O胃
8
3同一回富田町田仲自色
a
p
m
p
E色
。
同

N∞』
g
g
a
N
S
N
E
E－
。

g
昆回開伺

g
m
E

芭
E
1
2
8号
ma巳
B
s
g
z
o問問。
a
s
d
F
g
s
E帥
窓
口
問
忌
由
何
回
弓
8
8ロ
2
0
2白岡
m
q
E
P
E
q・
sι
目白山札口

1
0
5胃
o
n
E
R一開閉吉田国ヤ

同
町
内
国
民
宮
島
田
恒
常
予
品
目
日
必
事
芝
、
S3ERh同
n
h匂旬、
NN・s
－NS
N
苫・

HIE－

（
部
）
何
回
同

O胃
S
E
B
B－包
s
r
uの
国

S
5
8品
。
。
ロ
富
田
町
『
剛

40gREM－甲町田曲阿佐－
g
田町

0
2・
Z
S冊目
V
R
8
8・

（
幻
）
当
初
案
で
は
「
加
盟
国
、
欧
州
委
員
会
、
欧
州
議
会
、
関
係
団
体
（
消
費
者
団
体
や
産
業
界
を
含
む
）
の
代
表
各
四
名
に
よ
っ
て
構
成
」
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と
さ
れ
て
い
た
が
、
「
任
命
さ
れ
る
人
数
よ
り
も
十
分
に
多
い
人
数
の
候
補
者
リ
ス
ト
を
欧
州
委
員
会
が
提
示
し
、
欧
州
議
会
へ
の
諮
問
を

経
た
上
で
、
理
事
会
が
任
命
」
と
い
う
形
式
に
一
元
化
さ
れ
た
。

（却）

E
F
S
A
の
最
新
の
活
動
状
況
は
、
富
唱
え
言
当
者
・
巾

E
・g・－ロ
F

参
照
。

（
却
）
何
回
同

8
m
g
E
H
E
E
g
F
e・忌・司－
NH・

（
叩
）
獣
疫
常
設
委
員
会
の
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
七
年
一
一
月
以
降
の
分
が
ホ
l
ム
ぺ
1
ジ
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
（
二

O
O二

年
九
月
現
在
）
冨
唱
え
＼
即
日
。
宮
・

2
・E
t
g
g旦
宮
室
号
$
ミ
宮
内
同
市
H
I
S
－Z
邑

（出）

hhSQN円
建
警
－
M
吋・呂田同

n
v
s
g・

（
担
）
以
下
コ
ミ
ト
ロ
ジ
l
に
関
し
て
は
、

E
E
8・
5
ι
2
E・
k
m
g
a
R
S
S－
p
p官
官

F
意
h
a
s－
ミ
き
な
ミ

c
sさ
s
a
s

shN円円
u
p
m
一白血間口何日間】ロ当

R
E項
目
ロ
お
自
主

o
g－
－
邦
語
文
献
で
は
八
谷
ま
ち
子
「
コ
ミ
ト
ロ
ジ
l
考
察
｜
｜
だ
れ
が
欧
州
統
合
を
実
施

す
る
の
か
｜
｜
」
『
政
治
研
究
』
（
九
州
大
学
政
治
研
究
室
）
第
四
六
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）
一
五
九
｜
二

O
八
頁
が
詳
し
い
。
出
血
n
E
3・

5
n
E
r
o
s
s・
4
E
宮
署
B
E
g
－Em官
民

O
Z
E
5
E
t
o
E
g
q
Z
0
2
0
E
E
O筒
、
（
日
本

E
U学
会
年
報
第
二

O
号

『二

O
世
紀
に
向
か
う

E
U』
七
二
九
O
頁
所
収
）
に
も
補
完
の
記
述
が
あ
る
。
な
お
、
英
語
の
つ
づ
り
で
も
っ
と
も
多
く
使
わ
れ
る
の

は
。

OBR。
】
。
岡
可
で
あ
る
。

（
お
）
【

UOEnロ
F
a－－ロ口町（∞
s
a＼
回

G
E
Y－
三
申
告
宮
一
三
口
問

ι
o
s
s
m司円。
nERm師向。円昆岡市民
R
g
m
o町宮司－
m
B
S包
括
苦
言
門
的

ngz

同町H
吋

E
S
F
m
n
o
B
E
g
s
p
－RAM
也、REHS3E白山
』
い

HUUJNh円。
NHU魚
沼
・

ωωt印・

（
担
）
こ
の
他
に
、
主
に
通
商
政
策
で
用
い
ら
れ
る
セ

1
フ
ガ

l
ド
手
続
き
が
あ
る
。

（部）

noEn位。
3
8ロ
（
巴
宰
＼
怠
蓄
の
）

O同
N∞』
E
巾
E
S
S苦闘品
O
S
P
3
5
a
g
H
g
沙
門
官
冊
岡
市
包
括

02目
立

g
g
E
2
0
4『巾円凹

g口同町
R
a
g
s
m
n
o目
邑
曲
目

M
o
p
g
u
b
s
sミ匂尽き品目
h
H
R
H
Uパミ－
H遣も・
3
・
Nωl白・

（
部
）
欧
州
議
会
側
の
意
向
に
つ
い
て
は
、
開

5

3ロ
E
E
S
E－
n
8
2
5
8
n
s
s
E
o
E
民
間
回
（

N
o
g－
勾
§
ミ

S
著
者
幸

運
ミ
宣
言
S
苦同町民、
e
s
s
Eミ
s
s
s
z足
音

p
s
s
g
S
司
法
マ
ミ
号
、
S
L守

S嵐官
h
s
s
a高
苦
お
hsPRSNNV同
宣
言
ミ
誌
な
送

出
逗
吋
問
書
逮
民
主
ba
句、（』遣も＼全国司ぬの）、

kpulgN5000
虫
色
・

（幻）

S
T
O
A
の
現
況
に
つ
い
て
は
、
言
更
言
当
当
・
白
石
邑
・

2
－E
5
gミ島町営担】同
lg・
耳
目
参
照
。

（
犯
）
日
本
で
も
同
様
の
技
術
評
価
局
を
設
け
る
必
要
性
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
以
下
を
参
照
。
「
国
会
が
公
共
事
業
の
み
な
ら
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E Uの「科学」に関する諮問体制

ず
、
先
端
技
術
分
野
の
科
学
技
術
政
策
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
技
術
評
価
局
を
設
け
る
こ
と
は
現
実
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
。
公
共
事

業
の
技
術
問
題
や
医
薬
品
開
発
は
も
と
よ
り
先
端
技
術
に
つ
い
て
議
員
は
所
詮
「
素
人
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
壮
大
な
素
人
集

団
」
に
甘
ん
じ
て
官
僚
機
構
の
応
援
団
と
な
る
か
、
問
題
の
積
極
的
発
見
と
新
し
い
政
策
選
択
を
も
と
め
る
か
ど
う
か
の
分
か
れ
目
は
、
ま

さ
に
専
門
的
な
技
術
評
価
局
の
存
否
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
」
新
藤
宗
幸
（
二

O
O二
）
『
技
術
官
僚
』
岩
波
新
書
、
一
九
七
頁
。

（
鈎
）
ビ
ュ
l
ロ

1
は
欧
州
議
会
の
各
レ
ベ
ル
の
組
織
に
共
通
の
形
態
で
あ
り
、
「
理
事
部
」
と
い
う
訳
語
も
あ
る
。

S
T
O
Aパ
ネ
ル
で
は

常
任
委
員
会
方
式
（
正
副
委
員
長
三
名
）
に
加
え
、
副
議
長
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
特
殊
で
あ
る
。

（却）

ω、H，
。
〉
巧

R
S
E
N
O
B－、吋白
v－23
2
m
n
g・
9
3に
言
巧
巧
－

E
G旦・
2
・S
5
8尽
き
円
歪
自
民

SCHEgmig－
vg）

（H
U
）
オ
メ
ガ
財
団
（
。
B
m
m白

3
5
e
Eロ
）
は
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
l
に
本
部
を
置
く
人
権
団
体
で
あ
る
。
因
み
に
、
本
件
調
査
を
当
初
S
T

O
A
で
提
案
し
た
フ
ォ
ー
ド
欧
州
議
会
議
員
（
巴
苫

8
8
H英、
P
S
E）
の
出
身
地
が
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
あ
る
。
拾
S
R
F『警

5
・
F
v
g
a
H由
也
∞
・
も
参
照
。

（位）

ω↓
。
〉
司
一
何
回
田
町
－
A
F
m
E

申－

E
・
ω冊目
》

S
B
V
R
H
S∞・

（
必
）
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
は
『
毎
日
新
聞
』
が
当
初
よ
り
一
貫
し
て
紙
面
を
割
い
て
い
る
。
同
紙
の
欧
州
総
局
長
に
よ
る
以
下
の
紹
介

も
参
照
。
岸
本
卓
也
「
史
上
最
強
の
盗
聴
機
関
エ
シ
ュ
ロ
ン
」
『
世
界
』
ニ

O
O
O年
七
月
号
、
一

O
三
｜
六
頁
。

（
叫
）
河
町
田
o
－E
s
a
H
2
8
8
5
v
R
E
S－
Z
H
O言
内
定
、
s
g
E
匂民

HNHP嵩－

K
S
Q
N刊
誌
尋
問
、
広
－

F
吉
田
宮
ニ
S
∞・

（
訪
）
喜
唱
に
言
巧
巧
・

2
円。唱邑・

2
・百

SHO央
官
Z
E
S吾
lg－
vg

（
必
）
二

O
O
O年
二
月
一
一
一
一
一
日
の
欧
州
議
会
内
で
の
記
者
会
見
。
但
し
、
こ
う
し
た
懐
疑
的
な
発
言
は
報
道
で
は
控
え
目
に
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
拾
S
R
M円
建
嘗
・
ぽ
－

F
F
E弓
Nog－
参
照
。

（
訂
）
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
反
応
の
背
景
に
は
、
不
正
な
商
業
ス
パ
イ
行
為
に
対
す
る
仏
企
業
の
不
満
の
高
ま
り
ば
か
り
で
な
く
、
キ
ャ
ン
ベ
ル

報
告
書
中
に
「
F
R
D
の
コ
l
ド
ネ
l
ム
で
知
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
外
交
通
信
が
C
O
M
I
N
T
の
主
要
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
一
つ
で
あ
っ
た
」

（
五
頁
）
と
い
う
一
言
及
が
あ
る
よ
う
に
、
本
来
の
軍
事
・
外
交
面
で
も
フ
ラ
ン
ス
が
主
要
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
さ
れ
て
き
た
、
と
い
う
認
識
が

あ
る
。

（
川
崎
）
身
さ
ら
ミ
号
、
自
－

z
s
q
N
O
S－

（却）

S
R
な
お
、
「
エ
シ
ュ
ロ
ン
に
関
す
る
ボ
ル
ケ
シ
ュ
タ
イ
ン
の

H

憶
測
u

発
一
一
一
回
に
激
し
い
批
判
」
の
見
出
し
を
取
っ
た
同
紙
の
取
り
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上
げ
方
も
、
そ
の
後
エ
シ
ュ
ロ
ン
問
題
を
煽
る
方
向
に
傾
い
て
い
っ
た
観
が
否
め
な
い
。

（
印
）
金
S
R
F
S
F
ω
c・
富
民
n
v
N
o
g－
戸
富
田
HnFNOS－

（
日
）
特
別
調
査
委
員
会
が
欧
州
議
会
内
部
で
徐
々
に
制
度
化
さ
れ
、
マ
！
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
よ
り
基
本
条
約
に
明
文
の
規
定
を
持
つ
存
在
と

な
っ
た
経
緯
に
関
し
て
は
、
【
U
R
Z
F
自

nv向島＼
Y
g
F
F
司同国ロ
am失
望
白
n
E
2
0
p
z
w
z
a
（N。。。）
HMコ
吉
岡
輔
、
尋
問
民
誌
、
白
立
札
色
遣
S
F
A
F
H
F
E－

Z
足
。
こ
。
吉
国
S
R
E
E
F
3・
N
Eム
・
参
照
。
「
臨
時
調
査
委
員
会
」
と
い
う
訳
語
も
あ
り
、
そ
の
方
が
条
文
上
の
表
現
の
直
訳
に

よ
り
近
い
が
、
本
稿
で
は
臨
時
委
員
会
と
の
区
別
を
明
確
に
す
る
た
め
に
「
特
別
調
査
委
員
会
」
と
訳
出
し
て
お
く
。

（
臼
）
荷
S
Q
同
町
、
警
・
叶
－

s
a－
N。。。－
E
－K
F
司門出

N
o
g－
2
z
q
N
o
g－

（
回
）
報
告
担
当
議
員
（
円
省
官
再
開
局
）
は
フ
ラ
ン
ス
議
会
法
に
淵
源
を
持
つ
も
の
で
、
欧
州
議
会
の
審
議
に
お
い
て
は
常
用
さ
れ
る
制
度
で

あ
る
。
各
委
員
会
の
理
事
部
に
よ
っ
て
当
該
案
件
に
詳
し
い
議
員
一
名
が
任
命
さ
れ
、
審
議
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
。

（
臼
）
こ
の
間
の
欧
州
議
会
の
動
き
は
本
稿
の
テ
l
マ
に
直
接
の
関
連
は
な
い
が
、
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
。

臨
時
委
員
会
は
、
秘
密
会
を
含
む
調
査
を
重
ね
、
二

O
O
一
年
五
月
に
は
訪
米
調
査
団
を
派
遣
し
た
が
、

N
S
A、
c
I
A、
商
務
省
等
、

米
国
の
主
要
関
連
機
関
か
ら
面
会
を
拒
否
さ
れ
た
。
こ
の
「
門
前
払
い
」
の
扱
い
に
対
し
て
コ
エ
リ
ョ
委
員
長
は
「
国
務
省
ま
で
が
訪
米
直

前
に
面
会
を
断
っ
た
こ
と
」
、
「
こ
う
し
た
米
国
の
関
係
機
関
か
ら
の
通
告
の
文
言
や
タ
イ
ミ
ン
グ
が
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
近
い
こ
と
」

等
へ
の
強
い
不
信
感
を
帰
欧
後
の
記
者
会
見
で
表
明
し
て
い
る
。

他
方
、
訪
米
調
査
団
は
在
米
中
に
米
下
院
の
情
報
活
動
に
関
す
る
委
員
会
、
ウ
ー
ル
シ

l
G
E
E
d
5
0
5間
同
）
元
C
I
A
長
官
、
人

権
関
連
団
体
等
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
含
め
て
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
報
告
書
は
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

。間同町民
ι
ω
n
F
E
p
h
e
s
E認
さ
雷
、
、
号
、
、

g
pミ
ミ
認
定
（
ミ
旬
。
』
hahwSH）芯

yhgミ
sh
守
色
』
Fe唱
え
室
町
芝
同
町
ひ
な
喜
久
白

g
q
E
室
帽
、
門
金
一
軸
害
者
言
誌
、
『
宝
一
世
ミ
ミ
ミ

sss時
三
門
主
恩
曾

S
S言
a
g・
社
S
Q
N刊誌、号、

HN－
E
司
N。。。・ロ・
ω
a
R
S
Z円
N。。。－

HN・
宮
司

N
。2
・ω
r
g
a
g
s－

（
回
）
二

O
O
一
年
事
業
計
画
中
の

ε
目
2
2
0向
。
。
宮
里
コ
0
3
8
S
E
n
－ロ
R
F岡市ロ
n
Eロ
n
z
a口問白円－
g
R
S島
白
色
吾
m
P
R
E包
括

。同

p
m
R〉島
4
0
g
a
n
mロ可巾
3
5
P巾
dωkrg色
白
石
角
田
白
丹
市
品
自
白
q
g
c
s
o－－
E
8
3
2
H
H
E
S】且開
4冊目。唱呂
E
B
B
－ロ
R
R叩
司
晋
ロ
白
2
E
q－－－

（
日
）
産
経
新
聞
特
別
取
材
班
編
（
二

O
O
一
）
『
子
ン
ュ
ロ
ン
l
i
l
ア
メ
リ
カ
の
世
界
支
配
と
情
報
戦
略
』
角
川
書
店
、
五
四
頁
。

（町）

F
n
F
d
E
n
y
（
E
g）
・
勾
な
き
h
a
師
向
山
百
崎
町
宮
、
－
h
x
『
色
町
署
司
島
崎

S
S
H

：＝
s
s』
向
。
昏
さ
司
、
明
円
副
長
EH片白・冨－
Hω
昏
易
自
唱
・
（
東
廉
／
伊
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E Uの「科学」に関する諮問体制

藤
美
登
里
訳
『
危
険
社
会
｜
｜
新
し
い
近
代
へ
の
道
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
八
年
）
、
邦
訳
三
八
五
頁
。
宮
島
・
昌
弘
是
白
書

B

E
B自
主

b
y
ω
8詳
（
同
由
主
）
日
河
四
凶

g
g
g
a
g母国民
S
H
E
E
n
p
J
E
E
S
S色
』
広
島
幅
広

g
宮
若
宮
一
色
常
国

ω
S色
。

a
R
p
s’

E
色
白
冊
目
宮
田
q
p
m
g・
（
松
尾
精
文
／
小
幡
正
敏
／
叶
堂
隆
三
訳
『
再
帰
的
近
代
化
｜
｜
近
現
代
に
お
け
る
政
治
、
伝
統
、
美
的
原
理
｜
｜
』

市
立
書
房
、
一
九
九
七
年
）
邦
訳
九

l
一
O
三
頁
も
参
照
。

（
回
）
こ
の
経
偉
は
、
欧
州
医
薬
品
審
査
庁
（
E
M
E
A）
の
設
立
と
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
冨
＆

S
P
E昌
E
S
S
E－
R
目
叩
何
回
同
中

宮
自
身
g
a
g－－－ぽ
H
F
5
8
H
E
g
n
E
R一o
p
e－
島
署
－

NStuN印・

（
回
）
こ
の
圏
内
政
治
・
行
政
の
欧
州
化
に
よ
る
変
化
は
、

K
・
ウ
ォ
ル
ツ
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
借
用
し
て

J
R
S
E
E胸骨
Bd諸
国
民
・
と

も
位
置
付
け
ら
れ
る
視
点
だ
が
、
特
に
以
下
の
文
献
が
重
要
で
あ
る
。
同

ogmHEro
－oEnzt
京
印
刷
伺

Z・4
『
OE窓
口
問
色
白
・
（
邑
宰
）
同
出
向

E
S暗雲
S
Sぬ
邑
智
恵
三
時
二
SSSHM2qga司
b
h
a警
き
員
、
S
S
N
Z
2
5骨
冨
自
各
冊
目
貫

C
田
町
。
邑

q
p
m
g－。
2
5・

5
E
の『一四冊目

t
p宮
S
O
L
S星
回
個
師

m
h
v
o
g
：e
・（

NSH）・

M－s
a守
護
S

F
尋
時
～

p
s
s
g
h匹
。
諸
島
ミ
§
芸
春

n言
者
屑
r

－ES
H
n。
gmロ
d
昆

40aS
甲骨白血・

（
印
）
刷
局

O唱
相
自
の

O
S
E
E
B
G
g
H）
H
8
0
H
H
a
s
m
d『一
2
5闘
の
8
8
s
z
v
m
巧
喜
m
E胃
HOロ
何
回

8
g回
E
S
g
s
g
y
・6
3
0

S
E
E
R胃
E
8
8品
。
回
答
医
師
同
居
闘
何
時
O宮
B
m
a
g
E
n
E
R
g
n
2豆
町
自
由
ョ

（V
S警
官
。
官
・

2
・Eqnog旦同
0
4
3白
星
間

gm令
官
。
喜
容
何
百
巴

l
m
p
E）
『
白
書
』
本
体
は
、

s
s
h
u
aミ
富
岡
塁
旦
事
時
ぬ
諸

p
s’

s
g崎
、
。
。
認
（

NSH〉
AFM∞－
M印－
S
－MOOH
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
福
田
耕
治
「
『
E
U
・
欧
州
ガ
パ
ナ
ン
ス
白
書
』
の
検
討
」
『
貿
易
と

関
税
』
二

O
O二
年
三
月
号
、
七
九
｜
八
三
頁
、
も
参
照
の
こ
と
。

（
剖
）
池
田
前
掲
書
は
日
本
の

B
S
E対
策
が
「
ゼ
ロ
リ
ス
ク
探
求
症
候
群
」
に
陥
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。
こ
の

点
は
、
リ
ス
ク
分
析
に
あ
た
っ
て
は
常
に
「
リ
ス
ク
・
ト
レ
ー
ド
オ
フ
」
が
問
題
と
な
る
と
い
う
見
方
と
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
。

5
5・

』
O
E
O－
連
MER－』
o
g音
回
国
・
邑
田
・
（

HS印
）
露
骨
堕
晃
容

HMZ『
民
営
事

s
h
f
9
E
S同町
SHS
島
足
音
同
町
立
『
言
語
講
炉
開
。
苦
闘

H
E
R
g
a

c一包括
E
q
p一
四
白
血
（
菅
原
努
監
訳
『
リ
ス
ク
対
リ
ス
ク
一
環
境
と
健
康
の
リ
ス
ク
を
減
ら
す
た
め
に
』
京
都
一
昭
和
堂
、
一
九
九
八
年
）

も
参
考
に
な
る
。

（
位
）
中
村
前
掲
論
文
で
は
、

E
C内
で
も
「
予
防
原
則
」
を
環
境
保
護
分
野
か
ら
人
の
健
康
保
護
分
野
へ
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
試
行

中
の
時
期
に
、

W
T
O
で
は
成
長
ホ
ル
モ
ン
牛
肉
事
件
に
関
し
て
「
予
防
原
則
」
は
国
際
慣
習
法
と
な
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
事
例
等
が
言
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及
さ
れ
て
い
る
。

［
付
記
］
本
稿
は
二

O
O二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
A
）
「
市
民
生
活
基
盤
の
法
お
よ
び
行
政
に
関
す
る
日
米
欧
聞
の
比
較
検

証
」
（
研
究
代
表
者
一
平
田
健
治
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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